
令和５年葛巻町議会９月定例会議 会議録（ 第２号 ） 

 

令和５年９月４日（月）  

午前 １０ 時 開 議   

 

 

【 再 開 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

 

【 会議録署名議員の指名 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

  日程第１  会議録署名議員の指名 

 

【 一般質問 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

  日程第２  一般質問 

        （１）３番 近 藤   聖 君・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

           (1) 葛巻町の子供たちの教育状況や教育環境について 

 

        （２）２番 遠 藤 裕 樹 君・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 

           (1) 北岩手北三陸横断道路の現況について 

           (2) 魅力ある町づくりについて 

 

        （３）４番 山 崎 邦 廣 君・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 

           (1) 酪農業の推進について 

 

        （４）５番 柴 田 勇 雄 君・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34 

           (1) 町道等道路管理としての雑草対策等の取り組み対応につい 

             て 

           (2) 町内商工業者の「特産品販売促進事業」に係る町特産品の 

             町外発送無料化の継続について 

  



令和５年葛巻町議会９月定例会議 会議録（第２号） 

告 示 年 月 日  令和５年８月２４日（ 木 ） 

再 開 年 月 日  令和５年９月１日（ 金 ） 

会 議 の 場 所  葛巻町役場 

会 議 年 月 日  令和５年９月４日（ 月 ） 開議１０時００分  散会１４時０６分 

議員出席状況 

 

 

（ 凡  例 ） 

 

○  出   席 

△  欠   席 

遅  遅   刻 

早  早   退 

議席番号 議 員 氏 名 出欠席の有無 議席番号 議 員 氏 名 出欠席の有無 

１ 下屋敷 幸 男 ○ ６ 鈴 木   満 ○ 

２ 遠 藤 裕 樹 ○ ７   

３ 近 藤   聖 ○ ８ 辰 柳 敬 一 ○ 

４ 山 崎 邦 廣 ○ ９ 姉 帯 春 治 ○ 

５ 柴 田 勇 雄 ○ 10 高 宮 一 明 ○ 

会議録署名議員 １ 番 下屋敷 幸 男 ９ 番 姉 帯 春 治 

会 議 の 書 記 議会事務局長 松 尾 さゆり 議会事務局長補佐 金 子 桂 子 

 

地方自治法 

 

第１２１条 

 

により説明 

 

のため出席 

 

した者の職 

 

・氏名 

役  職  名 氏   名 役  職  名 氏   名 

町     長 鈴 木 重 男 建 設 水 道 課 長 和 野 康 弘 

副   町   長 觸 澤 義 美 
教育委員会教育次長 

兼こども教育課長 
石 角 則 行 

教   育   長 鹿 崎 良 宏 まなび交流課長 大久保 栄 作 

政 策 秘 書 課 長 波 紫 徳 彰 病 院 事 務 局 長 大 石 和 人 

総 務 課 長 松 浦 利 明   

いらっしゃい葛巻推進課長 主 濱 隆 志   

健 康 福 祉 課 長 触 沢   誉   

会 計 管 理 者 兼 

住 民 会 計 課 長 
坂 待 典 子   

農林環境エネルギー課長 

兼農業委員会事務局長 
服 部 隆 行   

議 事 日 程  別紙のとおり 

会議に付した事件  別紙のとおり議事日程と同じである 

会 議 の 経 過  別紙のとおり 



- 1 - 

 

（ 開議時刻 １０時００分 ） 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  朝の挨拶をします。おはようございます。 

  ただいまから本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は９名です。定足数に達し

ていますので、会議は成立しました。 

  本日の議事日程は、あらかじめ告示したとおり

です。 

  これから本日の議事日程に入ります。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、葛巻町議会総合条例第

120 条の規定により、議長から、１番、下屋敷幸

男君及び９番、姉帯春治君を指名します。 

  次に、日程第２、一般質問を行います。今回の

定例会議には、４名の議員から一般質問の通告が

ありました。なお、一般質問に係る時間は、質問、

答弁を含めて１時間以内に制限していますので、

ご承知願います。制限時間の経過につきまして

は、制限時間５分前に鈴を１鈴、制限時間になっ

た時点で２鈴を鳴らします。制限時間を超えての

質問あるいは答弁は、特に許可した場合のみとし

ます。 

  それでは、通告順に発言を許します。質問、答

弁とも簡潔明快にお願いします。最初に、３番、

近藤聖君。 

 

３番（ 近藤聖君 ） 

  ３番、近藤です。よろしくお願いします。質問

に入る前に、町長さんにお祝いの言葉を述べさせ

ていただきます。さきの町長選挙にご当選されま

したこと、誠におめでとうございます。５期目に

入られるわけですが、今まで以上に健康に留意さ

れ、引き続き町民のために力強い町政運営をして

いただくようご期待を申し上げます。よろしくお

願いいたします。 

  質問に入らせていただきます。今回は、町の子

供たちの最近の教育状況、それから教育環境につ

いて伺います。１点目は、町内の学校などにおけ

る子供たちの学習並びに生活の状況をお聞きし

ます。この夏は、７月から大変な猛暑で、９月に

入ってからもまだ夏の暑さが残っている状態で

す。北海道では、熱中症予防のため休校になるな

ど、過去に例のない気象条件で、学習をするにし

ても、活動するにしても、生活全般に影響があっ

たと思われます。また、新型コロナ感染が第９波

の流行に入っているという報道もあります。かつ

ての生活への制限は緩和されましたけれども、町

内で感染している方がかなりいるようです。実数

は分かりませんけれども、岩手県は全国で１位と

いうことだそうです。 

  そこでお聞きします。猛暑やコロナ感染などに

よる子供たちへの学習や生活の影響や運営上の

課題があったと思われます。そのような状況にど

のように対応されたのでしょうか、お伺いしま

す。 

  ２点目は、今年度４月に実施され、８月に結果

が発表になった全国学力・学習状況調査、いわゆ
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る学力テストについてです。まず、学力調査は、

今年度は全国の小学校６年児童、中学校３年生徒

の悉皆調査でした。葛巻町の実施状況をお知らせ

ください。また、細かい点数の公開や市町村の比

較などは行われていませんけれども、葛巻町の子

供たちの調査結果に対する見解をお聞かせくだ

さい。 

  ３点目は、同じく学力調査について。葛巻町の

小中学校の児童生徒数では、統計的な比較をして

もあまり意味がないと以前から言われています

が、結果の分析をすると葛巻町の子供たちならで

はの特徴や課題が見られるのではないかと推察

いたします。学力調査の結果と内容の活用は学校

現場が分かっていればよいという、そのような意

見もあるとは思いますが、コミュニティースクー

ルを進めている上でも必要な課題を示し、保護者

や町民の理解を得ることも大切かと思います。調

査結果から分かった課題と子供たちへの事後指

導、生活改善など、今後の活用について考えをお

聞きします。 

  ４点目も同じく学力調査についてです。国のＧ

ＩＧＡスクール施策を受けて、タブレットの全員

配付が行われていると思います。既に活用されて

いると思いますけども、今回の質問紙調査にはタ

ブレット使用に関する項目があり、状況が明らか

になっていると思います。新聞報道によると、岩

手県全体では全国平均からは少し後れを取って

いることが公表されています。また、その理由も

かなり明確に発表されています。自治体は、活用

度合いをきちんと把握し、格差を埋める努力が必

要だと、この結果を見ておっしゃる専門家のご意

見もあります。葛巻町内の学校のタブレットの活

用状況、あるいは活用頻度はどのようになってい

るのかお伺いします。 

  次に、子供たちの進学状況についてお聞きしま

す。５点目、近年全国的に高校卒業後、大学進学

を目指す傾向が強まっているように感じます。大

学進学率は、全国では平均 55％を超え、岩手県で

は 45％前後で推移をしております。私は、大学進

学が必ずしも人生の進路にとって最重要ではな

いと考えておりますが、葛巻町の子供たちも社

会、経済状況の変化や町の施策の後押しなどによ

り、将来の職業選択の方法の一つとして大学進学

の道が以前より広がってきていると思います。葛

巻町の中学校を卒業した生徒の大学進学状況は

どう変化してきているでしょうか、どう推移して

きているでしょうか、お伺いします。 

  次に、奨学金制度について伺います。６点目で

す。高校、大学への進学に際し、町では三浦梧樓

育英奨学金、それから葛巻育英奨学金という奨学

金制度を設けておられます。ほかの各種支援も含

めて、葛巻高校から大学進学等を目指す子供たち

にとって大きな支えになっているのではないか

と思います。この奨学金制度の運用状況、そして

その成果をお知らせください。 

  最後、７点目です。これから向かう冬期の安全

について伺います。夏の余韻が残っている秋口の

今、まだまだ先のことのように思えますが、備え
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が早いほうがより子供たちの安全を守ることに

つながると考え、質問させていただきます。この

夏の異常な暑さを振り返ると、次の冬の今までに

ないような異常気象、それから気象の変化が大変

心配になるところです。昨年まではこのようだっ

たから今年も大丈夫だろうと考えていると、対策

不足で事故が発生しかねません。事故が発生する

と、ニュース報道などで関係者が予想外、想定外

と説明されることが間々ありますけれども、でき

るだけの対策、対応策を備えておくことは、子供

たちの安全を確保する上で非常に重要かと思い

ます。 

  そこでお聞きします。町内の各学校等の施設の

落雪対策は十分なのでしょうか。また、冬期の事

故防止についてどのように指導されるのでしょ

うか、伺います。 

  以上、多岐にわたる質問内容になりますが、１

回目の質問といたします。よろしくお願いいたし

ます。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  町長。 

 

町長（ 鈴木重男君 ） 

  ただいまは、冒頭に私の町長再任に対してのお

祝いのご挨拶をいただきましたことに御礼を申

し上げる次第であります。 

  それでは、ただいまの質問にお答えをさせてい

ただきます。１件目の、葛巻町の子供たちの教育

状況や教育環境についての質問の中で、１点目の

猛暑や新型コロナ感染による児童生徒への学習

や生活への影響はについてお答えをいたします。

猛暑での影響でございますが、令和元年度に町内

全小中学校にエアコン空調を整備し、授業に集中

できる教育環境の充実を図っているほか、学校に

おける熱中症対策ガイドラインに沿って野外活

動や体育の授業などの活動を制限しながら、児童

生徒の体調管理と安全確保を最優先に対応して

おります。 

  また、新型コロナ感染症等による影響について

でありますが、令和４年３月議会において近藤議

員からの一般質問で答弁しておりますとおり、学

習面で実質的な影響がないよう各校で対応いた

だいておるものであります。 

  生活面におきましては、教職員が率先してマス

クを外し、顔が見える状態で対応しているところ

でございますが、児童生徒の中にはコロナ感染へ

の警戒感から、継続してマスク着用をしている者

もおり、引き続き教職員を中心に感染症予防対策

と併せて心理的なケアに取り組んでいただいて

おるものであります。 

  次に、２点目の令和５年度全国学力・学習状況

調査、いわゆる学力テストの実施状況と調査結果

に対する見解についてでございますが、令和５年

度の調査につきましては、本年４月に小学校６年

生及び中学校３年生を対象に実施され、先日その

調査結果が公表されたところであります。町内の

小学校６年生につきましては、国語は全国平均、
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県平均を上回っている一方で、算数はいずれより

も下回っている状況であります。町内の中学校３

年生につきましては、英語は全国平均を下回るも

県平均よりは上回っており、数学につきましては

いずれも下回っている状況でありました。 

  調査結果に対する見解でありますが、本調査に

おいて対象となる本町の児童生徒数はそれぞれ

30人未満と少人数であることから、平均正答率だ

けで評価するのではなく、全体を俯瞰した分析が

必要と考えております。昨年度の状況と比較しま

すと、理解度が向上している教科もあり、学習の

成果が少しずつ出ており、おおむね良好であると

捉えております。引き続き児童生徒一人一人の学

習成果を大事にし、個に応じたきめ細やかな教育

を推進していくことが肝要であると思っており

ます。 

  次に、３点目の学力調査の分析結果から分かる

課題と、今後どのように日常の指導に活用してい

くのかという点でありますが、まず課題について

でありますが、いずれの教科におきましても、考

え方や理由を説明する記述式問題への対応のほ

か、算数及び数学につきましては基礎的な計算方

法の習熟に課題が見られると思っております。今

後の指導への活用についてでありますが、今回の

調査結果を受け、全県で取り組む確かな学力育成

プランに基づき、各学校において分析とその改善

策を検討することとなっております。また、各校

の分析、検討結果を研究主任で構成する全体会議

で共有し、町全体として児童生徒の学力の保障、

資質・能力の向上につなげていくこととしてお

り、職員個々の指導、補充指導の在り方などを含

め、授業の改善につながるよう努めてまいりたい

と、こう考えております。 

  次に、４点目のタブレット導入により、学習指

導や家庭学習にどのような変化と成果が見られ

るかについてでありますが、学習指導につきまし

ては、主体的・対話的で深い学びに向けて積極的

に活用していただいている状況にあり、学びの充

実はもちろんでありますが、個人の考えを全体で

共有する、あるいは一つの資料を複数人で共同編

集など、協働的な学びにも活用されているもので

あります。また、関数や図形の変化の様子など、

紙面上では捉えにくいものを動的に捉え、イメー

ジしやすいことから、他の教科においてもその特

質に応じた深い学びの実現に活用を図っている

状況であります。 

  今後の各強化の学びをつなぐことや、社会課題

等の解決に向けた活用など、教科横断的な活用を

目指すとともに、子供自身が端末をふだん使いの

文房具として活用する学習者中心のタブレット

活用を目指すものであります。家庭学習につきま

しても、反復学習、補充学習と、豊富で質の高い

学習問題に取り組ませることができているほか、

ＩＣＴ機器の強みを生かした創造的な課題にも

取り組むことができております。 

  次に、５点目の葛巻町の中学校卒業生の大学進

学率はどう変化し、どう受け止めているかという

点でありますが、町では個人情報に当たる個人の
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進学状況につきましては調査を実施しておりま

せんので、変化、状況について明確にお答えする

ことはできません。 

  しかし、参考までにでありますが、毎年町内中

学生の７割程度が進学している葛巻高校の大学

進学状況でありますが、10年前は大学及び短大へ

の進学者数は 10 人弱とのことでありましたが、

過去３年間におきましては 15 名以上であります

ことと、昨年度におきましては 26 人もの生徒が

進学しているとのことであります。中高一貫教育

の継続、充実、公営学習塾の開設、山村留学制度

による学習環境の支援の成果が大学等進学への

進路決定に寄与しているものと受け止めており

ます。 

  次に、６点目の葛巻町の奨学金制度の運用状況

とその成果についてであります。町には、葛巻高

校入学者及び葛巻高校を卒業した大学進学者を

対象とする葛巻育英奨学金と、葛巻高校を卒業

し、国公立大学に進学する町出身者を対象とする

三浦梧樓育英奨学金のほか、町の医療福祉職員の

専門人材を育成するための看護職員等養成修学

資金貸付金の制度があります。葛巻育成奨学金で

ありますが、昭和 45年の創設後、これまでに高校

生 293人、大学等進学者に 41人、三浦梧樓育英奨

学金は平成６年の創設後、これまでに国公立大学

進学者 22 人にそれぞれ貸与しております。多く

の大学等進学者を支援してきているものであり

ます。 

  また、平成 27 年に創設した看護職員等養成修

学資金は、これまでに 10人が利用し、そのうち４

人が町の指定する医療施設で勤務し、修学資金の

目的にある看護職員等の確保に大きく寄与して

いる状況にあります。 

  次に、７点目の町内各学校の施設の落雪対策は

十分か、子供たちへの事故防止指導をどう進める

かという点でありますが、町内各学校等の施設の

落雪対策につきましては、各学校において学校施

設周辺及び登下校時の落雪等への注意喚起を行

っており、あらかじめ危険箇所を示し、バリケー

ドなどで児童生徒の立入りを制限するなど措置

を取っているほか、特に大雪が降った際や雪解け

時期の落雪が心配される天候時などは、さらに強

い注意喚起を行っているところであります。落雪

対策のみならず、今後も町と学校、関係機関が連

携しながら、児童生徒の安全安心を守るための環

境を整えてまいりたいと考えておりますので、ご

理解を賜りたいと存じます。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  近藤聖君。 

 

３番（ 近藤聖君 ） 

  ありがとうございました。何点か再質問させて

いただきます。 

  町のほうで予算を取っていただき、今もお話あ

りましたけども、何年か前からエアコン設置が進

んで、各学校等の暑さ対策を進めていただいてお

ります。子供たちも以前に比べれば、学習や生活
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がしやすくなったのではないかと思われます。

我々の世代からすると、昔の学校生活からすると

雲泥の差ですが、気象条件も大分変わっておりま

すので、当然かなという気もいたします。今後も

学習や学校生活環境など、必要に応じて改善をよ

ろしくお願いしたいと思います。 

  コロナ感染について再質問いたします。コロナ

感染で先週休校になった学校がありました。私も

状況をお聞きしてまいりましたけれども、学校現

場では苦慮しながらも、影響を最小限にするよう

頑張っておられるようでした。先生方、こういう

コロナの流行が起こると、学習指導等で非常に影

響があると思っていますが、その点現場では頑張

っているんではないかなという感想を持ちまし

た。 

  ただ、コロナ感染流行の終息は予測がつきませ

んし、まだまだ油断はできません。事後の対応は

しっかりやる必要があると思います。引き続きク

ラスターなどを想定しておくことも大切かと思

われますが、今後の対処について改めてお聞きし

ます。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  こども教育課長。 

 

こども教育課長（ 石角則行君 ） 

  ただいまのご質問にお答えいたします。クラス

ター等の今後の対応ということでありますが、や

はり議員さんおっしゃるとおりコロナ感染は目

に見えない、感染が密かに広まるもので、どこで

とか、そういったものが分からない、熱とか症状

が出た場合はやっているものではございますが、

基本的対策は以前と変わらず感染の対策、ただマ

スクにつきましては、個人的な判断でということ

になっておりますが、そのような熱のある、あと

はせきのある、そういった状況を小まめに早く察

知しながら、学校ではいち早くそのような生徒へ

の対応、例えば休んで様子を見るとか、そういっ

たような部分。 

  ただし、学校としては学力の保障というものが

ありますので、安易に学校を休むとか、そういう

ことではなく、個人個人に対応しながら、あるい

は状況によってあまりにも多く広がりが疑われ

るということを、先週もそうだったんでございま

すが、学校医である葛巻病院とも連携しながら、

あるいは健康福祉課の保健師等とも相談しなが

ら、しっかりと医療的な見知をもちまして判断を

して、そのようなしかるべき対策、そして対処を

取って感染の広がりをしっかりと抑える、そして

学力の保障もしつつ、学校運営をしていくという

ような方針でやっているものであります。ご理解

を賜りたいと思います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  近藤聖君。 

 

３番（ 近藤聖君 ） 

  新型コロナ感染症は、２類から５類の変更で制
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限がほとんどなくなりましたけれども、感染者へ

の対応といいますか、感染が出た場合の周りの人

間の心理といいますか、そういうものがまだ情報

不足なのか、または偏見なのか、なかなかそれは

残っていて抜けていない部分もあるんじゃない

かと思われます。感染した児童へのいじめとか仲

間外れなどの点については心配ないでしょうか、

状況を伺います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  こども教育課長。 

 

こども教育課長（ 石角則行君 ） 

  ただいまのコロナ感染等での児童生徒のいじ

めとか仲間外れ等についてということで答弁さ

せていただきたいと思います。コロナ感染等に関

するいじめ等の事実は、これまでないということ

で報告を受けております。また、そちらにつきま

しては、これまで３年間によりまして、コロナ感

染症に関する理解と道徳教育、人権教育等をしっ

かりとこれまでも差別感がないように、起こらな

いように指導するよう周知徹底をしてまいりま

した。その成果ではないかなと思っております。 

  今回おっしゃるとおり２類から５類に変わっ

た部分で、着用の有無についても差別感や特別視

がないように、教職員で十分な配慮とケアをして

いる状況でありますので、このようなコロナ感染

に関する差別やいじめ、仲間外れ等はないものと

思って、今後もそのような指導を徹底していきた

いと考えております。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  近藤聖君。 

 

３番（ 近藤聖君 ） 

  町の方でコロナ感染になった方の、何回か周り

の方といいますか、近くの方にそういう方がい

て、実は子供よりも大人のほうがそういう傾向が

ときどきあるといいますか、あの人がかかったか

らちょっとお話しすんのやめようとか、はっきり

した理由なく遠ざけるみたいな、そういうふうな

例をちょっと見たことがありますので、子供たち

にそういうことがなければいいなということで、

今後も指導をよろしくお願いしたいと思います。 

  それから、猛暑とかコロナとちょっと違います

けれども、関連して最近聞くニュースですが、学

校の教員不足というニュースをお聞きします。猛

暑やコロナだけでなくて、現場の内的要因で子供

たちの学習指導が滞るのは大変残念です。これは

都会の話かもしれませんけども、葛巻町では教員

不足または補充教員の不足などは生じていない

でしょうか、お聞きします。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  こども教育課長。 

 

こども教育課長（ 石角則行君 ） 

  町内によりましては、コロナ等で突発的にこれ
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まででも病休とか、あとけがをしたとか、そうい

うふうな部分で休んだときは、その学校内で教職

員がカバーし合えるとか、そういった部分をして

おります。充足に関しても、不足しているという

のはございません。 

  以上です。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  近藤聖君。 

 

３番（ 近藤聖君 ） 

  安心しました。今後でも考えられることですの

で、十分準備をされたほうがいいのかなと思いま

すので、あえてお話ししました。 

  次に、学力調査についてお聞きします。タブレ

ット活用調査の結果については、今町長のほうか

ら成果とか、いろいろな見られる所見をお聞きし

ました。私らの世代では、タブレットというのは

全く知らないといいますか、手にしたこともなか

ったものですから、子供たちがどのようにタブレ

ットを使っていくのかというのは、非常に興味が

あるところですけれども、成果については今お話

しいただきました。 

  質問紙調査の項目についてちょっとお聞きし

ます。これ毎年報道されるんですけども、新聞を

読む子は好成績だという学力調査の講評のとき

に大概出てきます。これは、新聞紙上で大体出ま

すんですから、新聞社が取り上げて当然かと思い

ますけれども、全国でも岩手県でも同じような傾

向のようです。明らかに新聞を読む子、新聞を取

っている家庭の子の点数は高い傾向があるとい

うことなようです。この傾向は、葛巻の子供たち

にも見られるのでしょうか、分かるのでしょう

か。この結果について、教育委員会ではどのよう

に捉えているでしょうか、伺います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  教育長。 

 

教育長（ 鹿崎良宏君 ） 

  ただいまの近藤議員のご質問にお答えいたし

ます。全国学力・学習状況調査における質問紙、

こちらの結果から、新聞を読んでいる児童生徒の

正答率が高い傾向にあることが報告されている

ことは承知してございます。これまでの調査か

ら、１日当たりの勉強時間あるいは家にある本の

冊数、読書が好きな児童などの学習習慣であると

か学習環境、あるいは総合的な学習の時間の充実

具合、さらに学級経営の充実、これらとも学力の

相関関係があることが分かってございます。新聞

を読むという習慣と環境が学力を身につけてい

くための一つの手段として有効であると考える

ことができますが、そのことのみでとどまること

なく、様々な習慣や環境との関連も注視していく

必要があると考えます。新聞から確かな情報を得

ることや、情報の伝え方など新聞を活用し、学べ

ることは多いことに異論はございません。 

  ただし、新聞を活用することを目的とするので
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はなく、必要な情報を得る力、情報を読み取る力

の育成、社会に目を向ける態度を児童生徒に身に

つけさせていくことが大切であると考えます。新

聞を読むことのみにならず、様々な観点から調査

結果を参考とし、児童生徒の資質・能力の育成に

向けた教育課程の編成と教育活動の実施を行っ

ていくことが求められていると考えてございま

す。これらについて、各学校現場に指示をして、

情報を確認しながら進めてまいりたいと考えて

ございます。ご理解を賜りたいと思います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  近藤聖君。 

 

３番（ 近藤聖君 ） 

  ありがとうございます。私は、だから新聞を取

ればいいとか、だから新聞をみんな読めという、

そういうふうな短絡的な意見で今言っているん

ではなくて、新聞を活用することについての意見

は今教育長さんお話しになったのと同じ意見で

あります。 

  新聞教育についてちょっとお聞きしますけど

も、新聞を学習に活用するということは非常に効

果があるというのは、もうかなり研究されている

ことですけども、その一つとしてＮＩＥ教育を実

践している学校があります。県内では 12 校ぐら

いが指定になって活動しているようですけども、

ＮＩＥ教育というのは、簡単に言うと授業の中で

新聞記事を題材に学習課題の解決を進める、全般

的に新聞を授業に利用するという授業の試みの

一つだと思います。葛巻町で特に取り組んでいる

学校はお聞きしてはいませんけれども、ＮＩＥ教

育について教育委員会としてはどのように捉え

ておいででしょうか、考えをお聞かせください。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  教育長。 

 

教育長（ 鹿崎良宏君 ） 

  ただいまの質問にお答えいたします。ＮＩＥ教

育については、るる情報を把握してはございます

けれども、ＮＩＥ教育を推進している学校と、全

国学力・学習状況調査をはじめとする諸調査結果

の関連についての情報は、残念ながら出てござい

ません。 

  また、今ご質問の中にありましたが、町内小学

校４校、中学校３校、合計７小中学校においても

ＮＩＥ教育を推進しているという学校は、残念な

がらないという状況にはございます。 

  各学校において掲げております育成を目指す

資質・能力を身につけることが一番大切なことで

あると。そのための教育課程をどのように編成す

るかというカリキュラムマネジメントが現行の

学習指導要領の下で求められているという状況

でございます。資質・能力の育成に向けて、ＮＩ

Ｅ教育に取り組むことが有効であるという考え

の下、カリキュラムマネジメントを進めることも

考えられるところではございますが、各学校が一



 

 

- 10 - 

 

律に取り組むのではなく、児童生徒の個々の学校

の実態と育成を目指す資質・能力の下、必要な教

育活動や資源を洗い出し、どのような教育課程を

編成するのかを十分検討しながらカリキュラム

マネジメントを進めることが何より大切ではな

いかと考えてございます。ご理解を賜りたいと思

います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  近藤聖君。 

 

３番（ 近藤聖君 ） 

  教育長さん、今ＮＩＥ教育に取り組んでいる学

校は、残念ながらないというおっしゃり方をされ

ましたけども、私多分現場では新聞使っているん

じゃないかと思うんです。授業で相当先生方工夫

してやっておられるので、何もみんなでＮＩＥ教

育やればいいというものでもないと思うんです。 

  ただ、最近はいろんな新しい学習指導の提言が

されて、いろんなものが現場に入ってくるので、

先生方大変なんだろうなと思います。今後そうい

うふうな教育方法がいろいろ出てきたときに、ぜ

ひとも取捨選択といいますか、葛巻の子供たちに

合ったものを教育委員会では指導して、学校で取

り入れていくってことが大事じゃないかなと思

って今申し上げました。ぜひとも今後ともご指導

よろしくお願いしたいと思います。 

  あと１点か２点ですが、大学進学状況について

先ほどお聞きしましたが、関連して、町長さんも

さっきおっしゃいました、学習塾についてお聞き

します。葛巻高校学習塾は、平成 29年ですか、町

が設置し、民間会社が運営する公設民営型の学習

塾ですけれども、いろんな各種広報、それから保

護者の声などを伺うと、大変評判がよくて、大き

な成果を上げているようにうかがいます。今も成

果の一端をお聞きしましたけども、他市町村の教

育関係者の方からも強い関心を持って聞かれる

ことがございます。この学習塾運営が大学等進学

状況にもよい影響があるんではないかと今町長

さん回答されましたけれども、現在の成果につい

てどのように捉えているでしょうか、改めてお聞

きします。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  こども教育課長。 

 

こども教育課長（ 石角則行君 ） 

  ただいまの議員さんの葛巻町学習塾、いわゆる

公営塾についての現在の成果ということでお答

えさせていただきたいと思います。まず、本学習

塾の３つのテーマがございます。そちらのほうご

紹介させていただきまして、成果のことを回答さ

せていただきます。 

  まず、葛巻町学習塾は自学自習の育成、家庭学

習の習慣づけ、学校授業の補習・復習、この３つ

を基本方針として葛巻高校生の進路達成を 100％

目指させ、それらをもって葛巻高校の魅力向上と

なることを第一の目標としておるものです。その
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中で、まずは入塾の状況ですが、昨年度末でお答

えしますと、生徒の約 72％が年度末で入塾、いわ

ゆる塾に通っている生徒がございます。これは、

１年生から３年生まで比較すると、３年生になる

とやっぱりより受験、進学が高まってくると、入

ってくるという生徒の数字が多いものでありま

す。 

  また、そういうふうな部分で生徒の学校でのア

ンケートの中に満足度というのの中に、塾はどう

かということの回答はないんですが、自己肯定感

というものがございます。その中で、やっぱり目

標達成をしている、自分が進路に向かって充実し

た学校生活を送れる一つになっているんではな

いかなと思っておるものがあります。 

  また、進学等の関係ということで、先ほど町長

答弁でも回答させていただいたとおり、参考とし

てではありますが、公営塾が開塾したのは約６年

前でございます。そのときで大学進学率、いわゆ

る人数と率を鑑みますと、12 人で約 25％ほどの

４年制の大学進学率だったのが、昨年度は 26 人

に増加し、約 58％増加、こちらを見ますと公営塾

の開設が進路決定に大きく寄与している要因の

一つであるとは考えておりますが、ただこれは塾

だけが進学をしっかりと求めるものをやってき

たものではなく、町の支援施策の一つであって、

葛巻高校へはほかにも来年 10 年目を向かえる山

村留学制度で県の内外から生徒の入学生が増加

したことにより、進路決定の刺激、進路の方向が

広がった、あるいは高まった、あるいはこれまで

入学生がなかった、公営塾があることによって盛

岡方面であるとか、久慈市内からも、近隣の市町

からも入学増につながり、生徒間の切磋琢磨につ

ながるなど、生徒の意識変化による複合的な要因

が考えられております。 

  また、これまで長く継続してまいりました中高

一貫教育の授業の充実であるとか、さらには生徒

の意識の変化、高まりを受けまして、教職員が生

徒の意識高揚の高まりを受けて受験対策や課外

授業の強化をさらに進めてくれた葛巻高校の総

合的な教育力の向上もこのような大学進学率の

大きな要因になっていると感じており、複合的に

申し上げますと、塾も含めて葛高支援がうまくそ

ういうふうな進学に寄与しているものと捉えて

おるものでございます。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  近藤聖君。 

 

３番（ 近藤聖君 ） 

  もう一点、学習塾についてお聞きしますけど

も、県内の市町村、特に都市部ではない町村など

で公設の学習塾を試みる動きが見られます。学習

塾をさらに若年層、中学生、小学校児童にも広げ

て実施する考えはおありでしょうか、もしありま

したらお伺いします。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  こども教育課長。 
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こども教育課長（ 石角則行君 ） 

  お答えいたします。広がりを受けての、いわゆ

る小学生とか中学生へということのお考えです

が、先ほど申し上げましたとおり、まずは葛巻高

校の魅力を高めて、そこの部分で目標を達成する

ということを目指しております。小中学生を対象

とした部分については、現在検討はしていないも

のであります。 

  しかしながら、そういった町には公営の塾もご

ざいません。そういったことを加味して、葛巻高

校にはこんな塾があるんだよというのを、やはり

塾体験も中学生等には経験させたいという思い

から、中学生を対象とした葛巻高校での学習塾体

験を夏季、冬季の休業期間に実施しております。

そういったもので学習塾の体験をしながら、葛巻

でもこんな学習ができるんだよということを見

せている現状にあることを回答とさせていただ

きます。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  近藤聖君。 

 

３番（ 近藤聖君 ） 

  これニーズがあると思うんです、多分。なかな

か難しい、いろんな条件が整わないとできないと

いうこともあるでしょうし、まず今葛巻高校の塾

ということを充実してという回答もありました

けれども、今後やはり可能性としてできるかどう

かというのは探っていただけたらいいんじゃな

いかなと考えますので、ご検討をお願いしたいと

思います。 

  最後に、奨学金制度についてもう一点お聞きし

ます。つい先日選挙で当選された盛岡市の市長さ

んは、返済義務のない奨学金を創設するという公

約を掲げておられました。それだと財政的に可能

なのかとか、それから受験生とか、あるいは近隣

の対象の該当生徒がいる家庭がどのように考え

るのかとか、いろんな制度設計に関心が持たれる

ところだと思います。私は、本来国の教育施策の

中で無償還奨学金とか、大学編成も含めて、大き

な枠の中で奨学金を考えていくべき、整えていく

べきだとふだん考えております。一個人の考えで

すけれども、この返済義務のない奨学金を地方自

治体が設けるということについてですが、先日の

所信表明で町長さんが給付型奨学金の対象職種

の拡充ということを述べておられます。これは、

看護系からほかの部分もできたらということな

んじゃないかと受け止めましたけれども、やはり

奨学金を無償化にするというのは、物すごく大き

な決断だとは思いますけれども、そのことについ

てどのように受け止めておられますか、考えを伺

います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 
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  お答えいたします。返還義務のない奨学金につ

いてのご質問であります。現在町では、先ほど町

長からも答弁をしておりますように、葛巻育英奨

学金と、それから三浦梧樓育英奨学金の２つの制

度があるわけでありますが、その制度を少しお話

をさせていただきますけれども、葛巻育英奨学金

でありますが、町の生徒の進学を支える奨学金制

度といたしまして、この制度の趣旨に賛同してい

ただいております町民の皆様をはじめとした個

人、それから団体等々の出資あるいは給付金で創

設された制度であります。また、三浦梧樓育英奨

学金は、葛巻田代出身の方でありますが、故三浦

梧樓氏のご寄附によりまして創設された制度で

ありまして、その限られた原資を奨学金として貸

与していきまして、そしてその償還金を償還して

いただいた金額をさらに次の方々に貸与すると

いうような制度として、これまで運用してきてい

るところであります。このことから、この２つの

奨学金については、返還義務のない奨学金とする

ことは考えていないものであります。 

  ただ、町長施政方針でもご答弁申し上げました

ように、町の持続する必要な地域を支える多様な

人材確保という観点の中からでありますが、給付

型の奨学金制度というのも、今おっしゃるとおり

制度を設けて今まで進めてきておりますが、この

職種の拡充等々につきましては現在検討してお

ることでありますので、ご理解を賜りたいと思い

ます。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  近藤聖君。 

 

３番（ 近藤聖君 ） 

  ありがとうございます。現在の町の奨学制度の

利用者、今年のは先日拝見しました報告によりま

すと、令和４年現在で貸付累計人数が 355人、現

在償還者数が 29 人という数字を聞いて、ふだん

あまり聞くことのない数字なんです。町民の皆さ

んは、多分、えっ、そんなにいるのかと思うんじ

ゃないかと思います。それだけ利用して子供たち

を支えているんだなということが数字から見て

も分かります。今後とも、ぜひともそのような向

学心に燃えた子供たちを支えていただきますよ

うに、あるいは内容をもっとこれからの時代に合

ったような形に変更できないかどうか、その点も

これからも考えていただきたいなというふうに

希望いたします。 

  質問を終わります。ありがとうございました。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  ここで午前 11時５分まで休憩します。 

 

（ 休憩時刻 １０時５２分 ） 

（ 再開時刻 １１時０５分 ） 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  休憩前に引き続き会議を再開します。 

  一般質問を続けます。２番、遠藤裕樹君。 
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２番（ 遠藤裕樹君 ） 

  ２番、遠藤です。先ほど近藤議員からもござい

ましたが、質問前に私のほうからも、まずは鈴木

町長の５期目の当選並びに全国町村会副会長就

任についてお祝いを申し上げますとともに、鈴木

町長の今後のご活躍にご期待を申し上げたいと

思います。 

  それでは、質問に入りたいと思います。まずは、

鈴木町長が現在進めておられます北岩手・北三陸

横断自動車道路、通称北北道路についてでござい

ますが、まず北北道路の現況について伺いたいと

思います。初めに、この道路の整備促進について

進捗状況等について伺いたいと思います。 

  ２つ目には、この道路実現に向けてこれから解

決していかなきゃならないような問題点、あるい

は乗り越えていくべき課題等、どのようなものが

あるか伺いたいと思います。 

  ３番目に、この道路建設に向けては町民の理解

を深め、協力してもらうことが重要と考えます

が、そのための取組について伺いたいと思いま

す。 

  次に、現在町長も５期目に向けまして、一つの

テーマに掲げておられる魅力あるまちづくりに

ついてでございますが、様々な面から葛巻の魅力

をつくり、住んでいる人、これから住みたいと思

う人、そしてまた町外からも葛巻に行ってみたい

と思われるような方々、それぞれに魅力ある町を

つくっていって、そういったものを目指している

と思うわけでございますが、ここでは主にこれか

ら葛巻に行ってみたいと思うような方々に向け

て、どのような形で葛巻の魅力をつくっていくか

について考えを伺っていきたいと思います。 

  最初に、町に活気を取り戻すためには、外から

町に来てもらう交流人口あるいは関係人口、そう

いったものを増やしてくことが必要だと思いま

すが、そのための取組について伺いたいと思いま

す。 

  ２つ目に、今後大きく伸びる産業といたしまし

て、観光あるいは情報産業、サービス業等が挙げ

られておりますが、当町にもこうした企業の誘致

や育成について必要と思うわけでございますが、

これについての考えを伺いたいと思います。 

  ３つ目に、観光客誘致のためにも町内観光拠点

の整備、開発について必要だと思っております

が、これについて町の考えを伺いたいと思いま

す。 

  ４つ目に町の中心部の魅力づくりについて、ど

のような方向で考えを進めていくか、特にも現在

まちなかには空き店舗あるいは空き家等が多く

見受けられ、午後７時頃になりますと、どの店も

明かりを消してしまうというような状況で、大変

夜のあれも寂しさを感じるような感じでござい

ますが、将来に向けてこういった中心部の魅力づ

くりについてどのように考えておられるかも伺

いたいと思います。 

  以上につきまして、町の考えを伺いたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 
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議長（ 高宮一明君 ） 

  町長。 

 

町長（ 鈴木重男君 ） 

  ただいまの遠藤議員の質問に対しまして、お答

えをさせていただきます。遠藤議員からも冒頭

に、こたびのそれぞれの就任に対するお祝いのご

挨拶をいただきましたことに御礼を申し上げま

す。 

  １件目の北岩手・北三陸横断道路の現況につい

ての中で、北岩手・北三陸横断道路の整備促進の

進捗状況でありますが、北岩手・北三陸横断道路

につきましては、平成 30年 10月に当町と久慈市、

八幡平市、岩手町、野田村、普代村の２市２町２

村の市町村長あるいは議会、商工団体で期成同盟

会を立ち上げたものであります。令和元年度に

は、盛岡広域の市町及び宮古以北の 13市町村が、

今年度からは岩手県医師会が加盟をしていただ

き、整備促進に向けた活動などを精力的に行って

いるところであります。 

  そうした中、令和３年６月に岩手県が策定しま

した岩手県新広域道路交通ビジョン、岩手県新広

域道路交通計画におきまして、将来的に高規格道

路としての役割を期待する構想路線として位置

づけられたものであります。現在、具現化へ向け

た調査などを進めていただいておるものであり

ます。 

  次に、２点目の今後の問題点と難題を乗り越え

ていくべきことについてでございますが、高規格

道路の整備につきましては、各都道府県からの整

備要望により、国土交通省が妥当性、緊急性など

を検討する候補路線に移行していくものであり

ます。そして、その後は基礎的データの収集、路

線全体の整備計画の検討を行う計画路線に次は

位置づけられると、そういう段階的に移行してい

くものでありますが、計画路線に位置づけられな

ければ、道路整備には至らないものであります。

このことから、現在岩手県新広域道路交通計画で

構想路線と位置づけられている北岩手・北三陸横

断道路につきまして、その位置づけを高規格道路

に移行させることが重要となります。 

  高規格道路として整備するには、人流・物流の

円滑化や活性化によって経済活動を支えるとと

もに、激甚化・頻発化する、そして広域化する災

害から迅速な復旧、復興を図るための広域的な道

路ネットワークであること、さらには地域の実情

や将来像に照らした事業の重要性・緊急性、地域

の活性化や首都圏の機能向上等の施策との関連

性が高く、十分な効果が期待できることが要件と

されているものであります。町としてはもちろん

でありますが、期成同盟会といたしましても、国、

県に対しまして、北岩手・北三陸横断道路の重要

性、緊急性をしっかりと訴えてまいらなければな

らない、そのように思っているところであります

が、おおむね多くの方々、多くの機関からご理解

をいただいていると、そのように認識いたしてい

るものであります。 
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  次に、３点目の町民の理解を深め、協力しても

らうためにはということでありますが、平成 30年

の期成同盟会の設立からこれまでの間、国、県は

もちろんのこと、関係団体、関係機関の皆さんか

ら道路整備の重要性を認識していただくため、要

望を中心とした活動に取り組んできたところで

あります。 

  そうした中、１点目でお答えをいたしましたと

おり、岩手県における取組が少しずつではありま

すが、動き出し、理解が得られ始めていることか

ら、今後はより多くの関係者が一丸となり、早期

の着工、整備に向けた取組に拡大していく必要が

あると考えております。 

  こうした状況を踏まえまして、本年６月に開催

をしました期成同盟会総会決起大会におきまし

て、期成同盟会の取組にご賛同いただける各種団

体の加盟を促進してまいりまして、期成同盟会の

体制強化を今後も図ってまいりたいと考えてお

ります。会員の皆さんから、体制強化を図ること

につきましてはご理解をいただいたところであ

りますので、今後におきましては構成市町村を中

心に各団体の皆さんも大いに団体の加入を歓迎

してまいりたいというふうに考えております。 

  ２件目の魅力あるまちづくりについてお答え

いたします。１点目の町に活気を取り戻すために

は、外から町に来てもらう交流人口、関係人口を

増やしていくことが必要だが、そのための取組に

ついてであります。少子高齢化や人口減少が進行

する中、この３年間コロナ禍により交流人口の減

少はもとより、地域経済にも大きな影響を受けた

ところであります。 

  そうした中、本年５月以降におきまして行動制

限解除、インバウンド需要の高まりなど、状況が

大きく変化してきておりまして、当町におきまし

てもこれを好機と捉え、交流人口、関係人口の増

はもとよりでありますが、地域経済を活性化して

いければと考えているところであります。 

  そうした中、平成 28 年からくずまき観光地域

づくり協議会が中心となり取り組んでおります

くずまき型ＤＭＯ事業のほか、新たな魅力探求と

観光資源の開発、町のイメージを高める取組によ

る認知度向上など、町の魅力を情報発信していく

ことで交流人口、関係人口の創出拡大に向けた取

組をより一層推進し、関係各課が連携しながら町

のにぎわい創出に取り組んでまいりたいと考え

ております。 

  次に、２点目の今後大きく伸びる産業として観

光及び情報産業、サービス業等が挙げられてお

り、当町にもこうした企業の誘致、育成の対策も

必要と思うがというお考えについてであります

が、企業誘致につきましては、雇用の場の創出や

税収の増など、地域経済発展に大きく寄与するこ

とはもちろんでありますが、若者や移住者の定住

あるいは人口減少対策につながる重要な施策で

あり、観光及び情報産業またはサービス業などの

業種に限らず、地域資源が最大限に活用される企

業等の誘致に取り組んできたところであります。 

  一方で、企業誘致に当たっては、これまでは企
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業の進出意向の調査、用地、人材の確保、物流の

ための道路整備など、様々な課題がありました

が、昨今の働き方改革などにより状況が変化して

きていると感じておりますので、引き続き町の資

源環境を生かすことができる企業誘致に取り組

んでまいりたいと考えております。 

  また、企業の育成につきましても、既存事業と

してくずまき型持続可能な産業づくり支援事業、

商店等設備導入支援事業、中小企業振興資金利子

補給などの支援事業を創設しているものであり

ます。意欲のある個人企業を支援するための事業

につきましては、必要に応じて検討してまいりた

いと考えております。 

  次に、３点目の観光客誘客のためにも町内観光

拠点の整備や開発についての考え、そして４点目

の町内中心部の魅力づくりの考え、これにつきま

しては３点目、４点目、双方関連がございますの

で、併せて答弁をさせていただきます。現在町内

の観光拠点は、町境に点在するくずまき高原牧

場、くずまきワイン、クリーンエネルギー関連施

設、産直ハウスくずまき高原などとなっており、

これまで長年にわたり町中心部への誘客が課題

となってきたところであります。 

  そうしたことから、私も町長就任以後でありま

すが、まちなかエリアへの誘客と中心市街地のに

ぎわい創出の観点から、四季を通じたイベントの

開催や商店等設備購入支援事業に取り組んでき

たところであります。さらには、プレミアム商品

券事業のほか、新たな食の魅力を提供し、誘客を

図るためのくずまき鍋にも取り組み、一定の成果

を上げてきたところでもあります。 

  また、平成 31年３月には、まちなかエリアビジ

ョンを策定し、歩き回りたくなるまちなかをコン

セプトに、町中心部における観光客の周遊を目指

すための取組も進めており、令和３年度には林業

のまち葛巻をＰＲするためのランドマークとな

る木製大橋が、昨年度は複合的な機能を備え、新

たなまちづくりの拠点となる複合庁舎くずま～

るが完成をいたしておるものであります。 

  こうした状況を踏まえまして、今年度はこれら

新たな町の拠点を生かしながら観光交流人口の

拡大を図り、地域経済の活性化や若い世代の移

住、定住につながる拠点空間の整備と、人が循環

する仕組みづくりを進めるためのくずま～る周

辺環境整備計画の策定を進めるところでありま

す。 

  観光客を誘客し、交流人口を拡大していくため

には、拠点施設のハードのみならず、足を運びた

くなる魅力としてのソフトの充実の双方のバラ

ンスが重要であるほか、複数の拠点を生かし合う

取組、あるいはリピートしたくなるような満足感

や期待感を提供していくことも大事と考えてお

ります。何よりも、その地域に住む方々の考え方、

取り組み姿勢、これも極めて大事でありますの

で、関係者のより一層の理解が必要、そのように

考えておるところであります。これらを踏まえな

がら、さらに取組を進めてまいりますので、ご理

解を賜りたいと存じます。 
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議長（ 高宮一明君 ） 

  遠藤裕樹君。 

 

２番（ 遠藤裕樹君 ） 

  ありがとうございます。北北道路について、あ

るいは魅力あるまちづくりについて、町長のほう

から詳しくご説明をいただきました。関連質問と

して、まず北岩手・北三陸横断自動車道路につき

ましてでございますが、この道路は南岩手あるい

は北岩手の格差是正、そしてまた県北地域の新た

な成長には欠かせない道路と考えております。町

としても、この道路ができることによる様々な可

能性等検討しておられると思いますが、町として

この道路ができることにより、何がどのように変

わっていくか、どのような可能性が広がっていく

かについて、町として考えておられることがござ

いましたらば、お示しいただきたいと思います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  政策秘書課長。 

 

政策秘書課長（ 波紫徳彰君 ） 

  ただいまのご質問にお答えしたいと思います。

幹線道路ネットワークの整備は、地域間の交流、

連携や地域経済の活性化はもとより、防災、救急

医療、福祉、教育、観光振興などの多面的な分野

の発展に大きく寄与し、恩恵をもたらすものであ

ります。その中でも、特にも人の流れが大きく変

わるものと思われ、北北道路が整備され、内陸か

ら沿岸までの移動時間が短縮されれば、町内に住

んだまま盛岡などで仕事に就くことが容易とな

り、これまで以上に定住が促進されるのではない

かと期待を寄せるところであります。 

  また、町ではこれまで手厚い子育て支援を進め

てきたところでありますが、北北道路が整備され

れば若者世代の移住が促され、これまでに取り組

んできたこうした特徴的な施策への波及効果も

期待できると思っております。 

  さらには、北北道路の整備は様々な分野におき

まして大きな恩恵が得られるものでありますが、

何よりも安全で安心して通行、移動することがで

きる道路が整備されるということ自体が我々の

生活にとって一番のメリット、恩恵であるのでは

ないかと思っておりますので、ご理解を賜りたい

と存じます。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  遠藤裕樹君。 

 

２番（ 遠藤裕樹君 ） 

  ただいま説明を受けました。この道路ができる

ことにより、葛巻の状況、将来的には大きな変化

がもたらされるものと考えており、経済あるいは

住環境、そして生活の面におきましても、今後葛

巻にとっては大変重要な道路に位置づけられる

と考えております。ぜひとも北北道路完成促進に

向けて取り組んでいっていただきたいと考えて
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おりますが、質問の２点目につきましては、町長

から詳しく現状を説明いただきました。関連質問

に関しては省略させていただきますが、今後恐ら

く様々な問題等が起こると想定されますので、町

長の強い思い、意志でもって、これをぜひとも前

に進めていっていただきたいとお願いを申し上

げるところでございます。 

  ３点目につきましてでございますが、町民の理

解を深め、協力していただくことにつきまして、

現在もまだこの道路の構想が具体化していない

というような状況にありますので、町民として実

感はまだなかなか感じられないところと思って

おりますが、今後やはり住民の理解を深めた上

で、葛巻町の将来においては大変重要なインフラ

であることや、町民全体がこの道路建設を望んで

おること、こういったものを国や県に訴える上で

も町民の協力が必要と思いますので、ぜひとも理

解を深めるためのより一層の努力をお願いいた

したいと思います。 

  いずれにしろ、北北道路は葛巻町のみにかかわ

らず、北岩手の未来に大きく関わる重要な案件で

あり、周辺市町村とも連絡を取りながら、実現に

向けまして構想を練り上げていっていただきた

いと思います。私も自分の目が黒いうちにぜひと

もこの道路が完成し、そしてこの道路に乗って盛

岡に行ってみたいと思っておりますので、できる

だけ早急にこれを実現していただくためにも、葛

巻町の鈴木町長が先頭に立ちまして、この北北道

路建設に向け、また早期着工に向け、繰り返しに

なるかと思いますけども、町長の決意なり思いと

いうものをもう一度お示しいただけないかと思

いますが、いかがでしょうか。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  町長。 

 

町長（ 鈴木重男君 ） 

  北北道路の重要性、必要性については、遠藤議

員からもご理解をいただいているものと、そう思

っております。これに関しましては、私も５期目

におきまして、町内各地でいろいろな活動をさせ

ていただく中で、多くの町民の皆さんに北北道路

の実現につきましては、私に与えていただいた残

された政治生命を全て北北道路にかけるという

ふうに申し上げておるものでありますので、北北

道路の早期実現に関しては全力で取り組んでま

いりたいというふうに思いますので、どうぞ全議

員の皆さんからもご理解をいただきながら、特段

のご支援を全議員の皆さんから賜りますように

お願いをいたすものであります。よろしくどうぞ

お願いいたします。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  遠藤裕樹君。 

 

２番（ 遠藤裕樹君 ） 

  ありがとうございます。鈴木町長の重大な決

意、そして思いを伝えていただきました。私ども
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思いは同じでございます。この北北道路が早期に

実現いたしますように、微力ではございますが、

我々も協力してまいりたいと考えておりますの

で、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

  次に、魅力あるまちづくりについてでございま

すが、町としても以前から交流人口、関係人口の

増加に向けて取り組んでおられることは十分に

理解してございます。コロナのために葛巻町に来

ていただくお客様は過去に比べて３分の１にも

減ったところであり、これを以前のような状況に

戻していくためには大変な努力も必要であり、そ

のためこのテーマに関しまして、さらに具体的な

取組を進めていくことが重要であると思います。 

  役場内の一つの部署だけが担当することでは

なく、各部署が協力し合いながら、それぞれの立

場で町の魅力づくりに取り組むといった姿勢が

必要であると思いますが、当局としての考えを伺

いたいと思います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  いらっしゃい葛巻推進課長。 

 

いらっしゃい葛巻推進課長（ 主濱隆志君 ） 

  お答えします。町では、町の魅力を高めるとい

うことで各分野についてまちづくりを行ってお

りまして、私が担当しているいらっしゃい葛巻推

進課においても町のにぎわいを創出する取組、観

光振興、あと特産品などの取組を含めまして、町

がさらに盛り上がるように取り組んでいるとこ

ろであります。 

  道路や居住環境、様々な分野において各課と連

携しながらまちづくりに向けて取り組んでまい

りたいと思いますし、町の情報も私の課で担当し

ている広聴広報の係の取組として進めてまいり

たいと思います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  遠藤裕樹君。 

 

２番（ 遠藤裕樹君 ） 

  ありがとうございます。先ほど申し上げました

ように、このテーマは町にとっても大変重要だと

思います。一つの課だけ取り組むのではなく、

様々な課が同じようなテーマでもって取り組ん

でいただき、町の活性化を図っていただきたいも

のと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  当町には、まだまだ手つかずの自然、北上山地

を一望できるようなすばらしい景観、また将来北

北道路の交通インフラの整備計画等ございます

し、自然エネルギーによる発電設備等がありまし

て、これからの企業誘致の条件も十分に多く満た

しておると思いますが、今後のＩＴ産業や観光企

業等の誘致に関しましても、こういったものが大

変売り物になると思っております。例えばＩＴ企

業は必ずしも大都市に近くある必要はなく、大き

な電力を必要とすることから、安定した電力供給

ができる地域においては強いアピールになると

思うわけでございますが、少なくともこれらの企
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業のニーズ等情報を集めて、こういった企業誘致

の対策に向けて取り組んでいってもいいのでは

ないかと考えておりますが、町の考え方を伺いた

いと思います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  いらっしゃい葛巻推進課長。 

 

いらっしゃい葛巻推進課長（ 主濱隆志君 ） 

  お答えいたします。議員が例示されているＩＴ

産業について述べますと、県において県内の産学

行政が一体となってＩＴ産業振興の取組を進め

ていくためのいわてＩＴ産業成長戦略を策定し

ており、ＩＴ企業の戦略的な誘致として県と市町

村の連携による支援や、観光などと連動したテレ

ワークやワーケーションなどの多様な誘致を検

討することとされております。当戦略を考慮の

上、県と連携しながら当町の環境、特徴を生かせ

る誘致の可能性を検討したいと考えております。 

  また、情報収集については、岩手県企業誘致推

進委員会や盛岡広域産業成長推進協議会などに

参加しており、企業誘致に関する情報交換を行っ

ております。必要に応じて県から市町村に企業立

地などの紹介を受けることもあります。引き続き

県など関係機関と連携しながら、企業進出意向な

どの関連情報を把握していきたいと考えており

ます。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  遠藤裕樹君。 

 

２番（ 遠藤裕樹君 ） 

  ありがとうございます。もう一つ、観光産業も

これから伸びる分野であり、今後多くの企業がこ

の産業に参入してくると思われます。当町には、

豊かな自然、景観もございますし、将来観光リゾ

ート地域としても大変魅力がある地域だなと私

は考えておりますが、こういった観光企業への当

町の売り込みも当然必要ではないかと思ってお

りますが、これについて町としての考えを伺いた

いと思います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  いらっしゃい葛巻推進課長。 

 

いらっしゃい葛巻推進課長（ 主濱隆志君 ） 

  お答えいたします。観光振興については、町の

観光協会やくずまき観光地域づくり協会の観光

交流促進部会などの観光関係者の意見を聞きな

がら、必要性を考慮の上、取り組んでいるところ

でありまして、町内の観光リゾート開発などの

様々な企画についても必要に応じて、例えば観光

企業など関係事業者からの意見や提案も参考に

したいと考えております。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  遠藤裕樹君。 
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２番（ 遠藤裕樹君 ） 

  北海道などにおきましては、人も住まないよう

な山奥がいつの間にか国際的な観光リゾートに

なっておるというようなこともございますので、

ぜひとも当町においても、こういった様々な情報

を集めながら、新たな企業誘致に向けて取り組ん

でいっていただきたいと考えております。 

  国では、現在観光立国を目指すということで、

本年３月、観光立国推進基本計画を閣議決定して

おるところでございますが、今後インバウンド客

の増加、国内観光資源の開発等に力を入れていく

というような内容でございます。本年初め、盛岡

市が行くべきまち世界第２位に選ばれたことも

あり、岩手県にも外国人観光客の目が向けられる

ようになりました。これからの観光は、一つの産

業としても躍進する可能性が大きいことから、本

町においてこういったインバウンド客の誘致に

おきましても、目を向ける必要があると思います

が、今後当町における観光スポットの整備、ある

いは新たな観光スポットをつくるといったよう

な考え方はないか、伺いたいと思います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  いらっしゃい葛巻推進課長。 

 

いらっしゃい葛巻推進課長（ 主濱隆志君 ） 

  お答えいたします。まず、観光スポット整備の

基本的な考え方を述べますと、これまで当町の資

源、環境を生かしながら、施設設備も含めて、各

観光スポットを整備してきたところであります。

今後も関係者の意見を参考にしながら、整備につ

いて検討していきたいと考えております。 

  議員質問の関連で、具体的には次のとおりお伝

えしますと、まず既存の観光スポットの整備につ

いてですが、社会状況や技術的観点などを考慮し

ながら、さらなる拡充的な整備や既存の施設設備

の改修について検討していきたいと考えます。 

  次に、新たな観光スポットの整備についてです

が、テーマ・目的や、用地や人材確保などの検討、

調査、協議を要する事情もありますので、当町が

北岩手の中央部に位置し、北岩手、北三陸をつな

ぐ好条件を有することなども考慮しながら、可能

性を検討してまいりたいと考えております。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  遠藤裕樹君。 

 

２番（ 遠藤裕樹君 ） 

  ありがとうございます。私といたしましては、

上外川塚森地域に中期滞在型のオートキャンプ

場、あるいは自然体験型の行楽施設を造れば、雄

大な北上山地を一望でき、また風車も間近に眺め

られることから、結構大型の観光スポットもでき

るのではないかと思っておりますが、これはあく

までも個人的な意見でございますので、これにつ

いてはお答えいただく必要はございません。 

  次に、町の中心部の魅力づくりについてでござ

いますが、くずま～るができたとはいえ、やはり
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駅を中心とした町中心部の魅力づくりは必要と

考えます。人口減少とともに地元商店街は失われ

つつあり、後継者不足あるいは高齢化等により、

今後 10 年以内にかなりの商店等が失われる可能

性がございます。今手を打たないと、取り返しの

つかなくなるような可能性もあると思っており

ますが、当局として中心部の魅力づくりに対して

どのような対策を考えておられるか、いま一度伺

いたいと思います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

  お答えいたします。中心部の魅力づくりという

ことでございますが、町長就任以降でありますけ

れども、まちなかのにぎわい創出ということで、

様々な取組を実施してきたところでありますが、

その中でまちなか活性化協議会を中心に、地域の

イベント等も開催してまいりました。あわせまし

て、最近では先ほど来話題になっておりますよう

に、くずまき型ＤＭＯ事業によりまして、若い世

代の人たちからその取組を進めていただいてお

るところであります。これらの事業を進めるに当

たりましては、商工会、それから観光協会、さら

には地域の自治会、町内の関係団体等々、そのほ

か町内の企業からも入っていただいての構成団

体といたしましては、そういう中での事業の内容

の検討から事業推進に至るまででありますが、協

議しながら進めてきているというのが実態であ

ります。 

  あわせまして、商店等の支援といたしまして

も、これまでも町中心部というだけではありませ

んが、設備の導入であったり、あるいは誘客を図

るための改善、さらには事業の継承、さらにはプ

レミアム商品券の発行等によりまして、各種事業

の商店等々につきまして支援をしてきたところ

であります。こうした中、まちなか中心部の空き

店舗活用等につきましても、起業したグループの

方々、あるいは空き店舗を活用してのクラフト

市、あるいはまちなかでの町民まつり、産業まつ

り等々も実施してまいりまして、これまでになか

った形でのにぎわいの創出というのも、取組も見

られてきている、このようにも感じておるもので

あります。 

  また、新たな魅力の一つといたしまして、食の

魅力を発信するということで、くずまき鍋の取組

も第三セクターのみならず、中心部の飲食店の皆

さんからも参画をしていただきまして、その取組

が結果といたしまして、イベントと違うにぎわい

を中心部にも創出している、そのことにつながっ

ていると、そのようにも思っておるところであり

ます。町では、様々な取組に主体的に取り組む新

たな魅力づくりを今後も支援してまいりたいと、

このように考えているものであります。 

  くずまき鍋をはじめとした食の魅力、あるいは

町の新たな拠点でありますが、くずま～る、ある

いは大橋なども周遊できるような町中心部の波
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及効果を高められるように、これにつきまして

も、町長からも答弁いたしましたが、ソフト、ハ

ード、そういう面からも今後も取り組んでまいり

たいと、このように考えているものであります。

そしてまた、今年度の当初予算につきましても、

くずま～る周辺の環境整備ということで、その整

備計画を検討するための業務の経費を予算計上

しておるわけであります。この業務は、町中心部

に誘客を図りながら、ソフト、ハードの両面で具

現化するための計画とするものであります。町で

は、こうしたまちづくりの取組を着実に進めなが

ら、町中心部への誘客をさらに図ってまいりたい

と、にぎわいの創出につなげてまいりたいと、こ

のように考えておるものであります。 

  一方で、にぎわい創出、魅力づくりにつきまし

ては、町のみならず、町長からも答弁いたしたわ

けでありますが、様々な主体がその役割を担って

いただくといいますか、そういう役割の下で連携

しながら進めていかなければならないと、そのこ

とによっての効果が現れてくるものと、このよう

にも思っておるものであります。これまでも町で

は、長年にわたりまちなかのにぎわい創出、魅力

づくりに取り組んできたわけでありますが、様々

な財政支援もしてきたところであります。最も重

要なことは、取組の主体的な存在であります商店

街、それから商工会、地元関係者など、直接的に

効果を受けるといいますか、そういう方々、町民

の皆さんが熱意と危機感を持ちながら取り組ん

でいくという、積極的に関与していくということ

が大事であろうと、このようにも感じておるもの

であります。 

  現在情報社会が進展する中におきまして、ちょ

っとした情報が拡散するといいますか、そういう

状況の中で、これまで考えられなかった過疎地域

にもそういう交流人口が流入してくるといいま

すか、そういう状況も各地で見られるようになっ

てきておりますので、そういうこと等もしっかり

と受けながら、必ずしも有名な観光地といいます

か、そこだけに誘客が図られているということで

はなくて、ネットによっての、そういう時代にも

なってきておりますので、町の様々な魅力を発信

しながら、そういうところに結びつけてまいりた

いと、このようにも思っておるものであります。

こうした状況を踏まえながら、にぎわい創出、魅

力づくりはそれぞれの主体と小さな取組を大き

な効果に結びつけてまいりたいと、このように考

えておるものでありますので、ご理解を賜りたい

と思います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  遠藤裕樹君。 

 

２番（ 遠藤裕樹君 ） 

  大変詳しい説明ありがとうございました。私と

しても、これまで当局が取り組んでまいりました

様々な政策、そして支援等につきまして、十分に

理解しておるつもりでございます。今後も商業振

興、そしてまちなかに商店の火を消さないよう
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に、ぜひともしっかり取り組んでいただき、そし

てまた各団体とも連携を取りながら町の魅力づ

くりを推進していっていただきたいと考えてお

ります。 

  私としては、国道 281号線の葛巻駅周辺を、片

側でもいいので、歩道を設けていただき、３メー

トルほどのセットバックで空き地、空き店舗の整

備、また商店の改装を含めて、見た目でもきれい

な街並みをつくっていくことにより、新たな開

業、開店に結びつけ、そして買物客にも楽しい町

になるんじゃないか、そういうまちづくりを進め

られないかと思うわけでございますが、これにつ

いてどのように考えるか伺いたいと思います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

  お答えいたします。281 号線の中心部の改良、

セットバックのお話もあったわけでありますが、

これにつきましては町長就任して３年目でした

でしょうか、平成 21年頃からでありますが、まち

なか活性化協議会を一緒に立ち上げまして、岩手

土木センターと町・道づくりワークショップとい

うのを開催してまいりました。これは、当時県の

県土整備部長さんが国から派遣されている方で

ございましたが、街並みの、その当時であります

が、雪だるまコンテストを町中心部で行っており

まして、これについてその当時大変関心を持って

いただきまして、葛巻で中心部といいますか、何

か動き出そうとしているという思いを感じてい

ただいたものでありました。そして、やはりその

当時の話でありますが、葛巻の地域に合った、そ

ういうみんなが知恵を出し合って取り組んでい

る取組に大変共鳴して、久慈に行く途中でありま

したが、町のほうに急遽いただいて、その話は何

かといいますと、何かバイパスという話も当然当

時葛巻としての課題ということは捉えていただ

いておりましたので、それ以外にもセットバック

方式、あるいはそういうこと等も片側通行をす

る、あるいは様々な部分の提案もありまして、ぜ

ひともこういうところでの取組の在り方、そうい

ったものを一緒にやりませんかという声をかけ

ていただいて、そして始まったものでありまし

た。その際にも、そういうワークショップ等々に

つきましては、商工会あるいは商工会青年部、地

域の方々、それから皆さんからもワークショップ

に参加していただきながら、様々内容も検討した

時期もあると、このようにも今振り返っておりま

すが、そういう中にどうしてもセットバック、あ

るいはバイパス等についても議論しておったわ

けでありますが、事業の実現性といいますか、そ

ういったふうなこと等がなかなか盛り上がって

こないといいますか、そういう状況にあったもの

でありまして、総合的に勘案いたしまして、セッ

トバックについては断念したものでありました。 

  一方で、その代替案といいますか、といたしま

して、堤防をかさ上げいたしまして拡幅し、バイ
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パス機能として利用できる町道に整備すること

で茶屋場田子線の改修をいたしまして、平成 29年

に完成して、現在に至っているわけであります。

町では、こうした取組の経験も踏まえて、セット

バックを現段階でさらに進めていくということ、

そういう考えは現在ないものであります。ご理解

を賜りたいと思います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  遠藤裕樹君。 

 

２番（ 遠藤裕樹君 ） 

  ありがとうございました。副町長のほうから詳

しい状況、そして現在に至るまでの説明をいただ

きました。私といたしましても、このまちなかが

もっともっと活性化し、そしてきれいなお店がで

きて、そして楽しい買物ができたり、そしてまち

なかで飲んだり食べたりというようなことが一

つの活性化につながり、町の魅力にもつながると

思いますので、ぜひともこういった将来に向けて

の対策を考えていただきたいなと考えておりま

す。 

  何はともあれ、町の魅力をたくさんつくって、

多くの人たちがまちなかで楽しんでもらえる、そ

ういうまちづくりをぜひとも今後も取り組んで

いただき、進めていただけますようにお願いを申

し上げ、私の質問を終わりたいと思います。あり

がとうございました。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  ここで午後１時まで休憩します。 

 

（ 休憩時刻 １１時５７分 ） 

（ 再開時刻 １３時００分 ） 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  休憩前に引き続き会議を再開します。 

  一般質問を続けます。４番、山崎邦廣君。 

 

４番（ 山崎邦廣君 ） 

  山崎邦廣でございます。私から、１件質問させ

ていただきます。今後の町政につきましては、さ

らに充実、発展を期待しておる一人でございま

す。その中で、酪農業の推進につきましてお伺い

いたします。町の酪農業の推進につきましては、

国や県の補助事業を活用しつつ、持続できる酪農

経営対策として県に対し、県独自の事業創設など

の要望を強力に進めております。 

  そのような中におきまして、外的要因などによ

りまして生産コストの上昇が長期にわたり、町で

は４年度から５年度にかけて町内酪農業に対し、

支援を実施しているところであります。一方で、

生産資材の価格上昇の先行きの見通しは、なお難

しい状況でもあります。また、酪農の個別経営体

の中には、後継者難など、酪農経営の持続に課題

を持つ経営体もございます。 

  そこで、次の２点を伺います。１点目の質問は、

酪農推進の展望についてであります。地域の基幹
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産業としての酪農推進について、町の中期的な展

望を伺います。 

  ２点目の質問は、規模拡大に至らない酪農業の

支援についてであります。経営規模の拡大に至ら

ない個別経営体の効率的な経営に対する支援に

ついて、お考えを伺います。 

  以上、酪農業の推進につきまして２点を伺いま

す。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  町長。 

 

町長（ 鈴木重男君 ） 

  それでは、ただいまの山崎議員の質問にお答え

をいたします。１件目の酪農業の推進についての

中で、１点目、酪農推進の展望についてでありま

す。本町では、明治 25 年に乳用牛を導入して以

来、先人のたゆまぬ努力によって着実に進歩、発

展を重ね、昨年乳牛導入 130年を迎えており、酪

農は現在町の基幹産業として地域経済の中心を

担っている状況にあります。 

  一方で、昨今は新型コロナウイルス感染症の拡

大、原油価格の高騰、円安の急激な進行、ウクラ

イナ情勢による飼料穀物相場の上昇など、社会情

勢の影響による酪農生産資材の高騰に加えて、少

子高齢化による後継者や労働力の不足により酪

農家、生乳生産量ともに減少傾向が続いており、

酪農経営を取り巻く環境はかつてないほど厳し

さを増し、今後当面はこのような状況が続くこと

が想定されるものであります。 

  こうした酪農を取り巻く厳しい状況を受け、最

盛期の平成 15 年に日量 117 トン、年間生産量で

約４万 3,000トンであった生乳生産が、令和４年

には日量 92 トン、年間生産量で３万 4,000 トン

まで減少し、搾乳農家戸数も 240 戸から 94 戸に

減少しているものであります。 

  こうした中、町では平成 25 年度に酪農構想プ

ロジェクトチームを立ち上げ、効率的かつ合理的

な生産と生乳の高付加価値化を図ることで、100

年先まで持続する酪農業を目指した新葛巻型酪

農構想を平成 26 年度に策定したところでありま

す。さらに、酪農家の生産設備の近代化や分業化

による生産構造の改善を促進する支援組織の体

制整備のため、平成 28 年度に関係機関で構成す

る葛巻町畜産クラスター協議会を設立し、この協

議会を中心に酪農構想の実現に向けた取組を推

進してまいりました。 

  これまで国の補助事業を活用した牛舎設備等

の導入に対する支援を重点的に進めてきており、

６つの経営体が新築牛舎を、２つの経営体が牛舎

の増改築をしたことで、飼育頭数の増頭が図られ

ておりますのほか、作業の外部化、組織育成の取

組では法人経営体等によるコントラクターの組

織化が進み、利用酪農家の労働力の負担が軽減さ

れているところであります。 

  また、令和４年度は生産資材等高騰への短期的

な対策として、畜産生産資材価格等高騰対策事業

を打ち出し、酪農家の経済的な負担軽減を図るた
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め、経費の一部に対し補助金を交付し、酪農家の

事業継続に対し支援を行ったところであります。

さらに、令和５年度は長期的視点での対策とし

て、これまで町単独事業として実施してきた草地

更新支援事業を拡充し、粗飼料自給率の向上と良

質な牧草生産による高品質な生乳生産を図るた

めの支援を今後複数年にわたり、実施してまいる

考えであります。 

  今後の展望でありますが、新葛巻型酪農構想

は、令和５年度、今年度が目標年数でありますこ

とから、現状に即して計画内容を見直し、飼養頭

数や生乳生産量増加の実現に向けた取組のほか、

増頭によりふん尿処理問題が懸念されますこと

から、家畜ふん尿の処理や熱源、電源の供給施設

となる畜ふんバイオガスプラントの整備につき

ましても引き続き検討してまいりたいと考えて

おります。 

  ２点目の規模拡大に至らない酪農支援につい

てであります。町内では、生産資材等高騰、後継

者や労働力不足等の影響により、搾乳を中止した

り育成へ転換する酪農家が増えてきている状況

にあり、町の基幹産業である酪農を今後も持続可

能な産業として推進していくためには、個々の経

営体が安定的かつ効率的な経営を持続できるよ

う支援を行っていくことが重要であると、そのよ

うに考えております。 

  今後におきましては、酪農家でありましたり、

あるいは各関係機関との情報共有と今後の連携

強化を図りながら、規模の拡大に至らない酪農家

のニーズに沿った支援の在り方について検討し

てまいる考えでありますので、ご理解を賜りたい

と存じます。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  山崎邦廣君。 

 

４番（ 山崎邦廣君 ） 

  それでは、さらにお伺いをいたします。ただい

まは、酪農推進の中期的な展望を伺いました。そ

れで、お話にありました新葛巻型酪農構想であり

ますが、その事業推進体制を見ますと、役場を核

に関係機関、団体が一体となって推進するという

こととされております。 

  質問でありますが、今後形を変えるかもしれま

せんが、連携する関係機関、団体と構想について

の認識、これを共有し、継続していくことについ

てであります。物事の記憶は、時間の経過により

希薄になりがちであります。また、組織につきま

しても同様に、人の移動によりそれまでの記憶を

維持することが難しい場合もあるのではないか

と考えます。そこで、構想を確認する場を定期的、

あるいは不定期に開催することも大事なことと

考えますが、お考えを伺います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 服部隆行君 ） 
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  お答えを申し上げます。先ほどの町長答弁にも

ございましたが、新葛巻型酪農構想については、

本年度、令和５年度を目標年度といたしまして、

平成 26 年度に策定してございます。この酪農構

想を実現させるために葛巻町畜産クラスター協

議会、こちらを設立いたしまして、この協議会を

中心に取組を進めてまいりました。この畜産クラ

スター協議会は、年１回通常総会を開催してござ

います。各関係機関等の構成によりまして、クラ

スター事業の取組、進捗状況などを確認してござ

います。総会の中で酪農構想個々の項目について

確認をする場面もございますが、改めて酪農構想

の全体の詳細を協議する場を設けてはいない状

況でございます。 

  酪農構想につきましては、今年度見直しを行い

ますことから、この見直しに合わせまして、構想

全体の進捗状況などを確認する場を設けること

によりまして、各関係機関と情報共有、連携をさ

らに強化してまいりたいと考えてございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  山崎邦廣君。 

 

４番（ 山崎邦廣君 ） 

  このことにつきましては安心して、今後の協議

に期待するものであります。特に産業事業につき

ましては、関わりを直接持たない皆さんの理解も

効果を上げるのには非常に役立つのではないか

と思います。そういったところも含めた協議が深

まることを期待いたします。 

  それで、町の構想におきましては、酪農振興の

今後の課題というところで、９番目、町長のお話

にありましたふん尿の処理のところを挙げてお

ります。日本は、化学肥料原料の大半を外国から

輸入しております。農水省の発表によりますと、

尿素の 25％は中国から、それからリン酸、アンモ

ニウムの輸入の 76％を中国から、さらに塩化カリ

ウムはベラルーシやロシアからの輸入となって

おります。これは、今後も安定的供給が確保され

るかどうか、不透明な部分もあるのではないでし

ょうか。また、窒素は半導体から食品、飲料など、

工業用としても対応されております。そしてま

た、近年科学技術、ＩＴやＡＩの発達も著しいも

のがございます。 

  ８年ほど前になりますが、2015年に町で実施い

たしました海外酪農先進地視察研修、これに私も

参加をさせていただきました。その中で、場所は

アメリカ合衆国のニューヨーク州、カナダ寄りの

州でありますが、その中で農家さんの中には自給

飼料を 100％、全て自分のところで補っている、

あるいは肥料、ふん尿等でありますけども、肥料

として販売している農場もございました。 

  そこで質問でありますが、将来のことでありま

すが、将来ふん尿の窒素、リン、アンモニウム、

アンモニウムは悪臭の成分でございますが、これ

をペレット化あるいは新たな肥料など、資源とし

て活用する方策、これを探求、探っていくことも
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考えられますが、このことにつきましてのお考え

を伺います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 服部隆行君 ） 

  お答えを申し上げます。現在国におきまして

は、令和４年度でございましたが、化学肥料原料

調達支援緊急対策事業、こちらを実施しまして、

農業経営に必要な量の肥料確保を行ってござい

ます。また、現在輸入している国に対しまして、

今後の安定供給に向けて協力を要請していると

の情報もございますので、今後国の動向を注視し

ながら、時期を捉えて情報提供をさせていただき

たいと考えてございます。 

  また、ペレット化、それから新たな肥料などの

資源につきましても、同様に国の動向を注視して

まいりたいと考えてございますので、ご理解を賜

りたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  山崎邦廣君。 

 

４番（ 山崎邦廣君 ） 

  お話の国におきましては、1999年でございまし

たか、食料・農業・農村基本法、新しくできたと

記憶しております。その中の 21 条の部分におき

ましては、国の酪農業の支援の対象者を挙げてお

りまして、農業施策の対象の相当部分、全部とは

なっていないんですが、相当部分につきまして

は、効率的、安定的な農業経営を創意工夫で目指

す専業的農業者中心の政策というふうに掲げて

おります。農地の集約など、それに含まれるわけ

でございますが、一方で相当部分という話であり

ますので、日本は自由経済でございますので、

様々な規模の農家さんがおられるわけでありま

す。 

  そこで、そこの部分に関わるところをもう少し

お伺いしたいと思います。規模拡大に至らない酪

農の支援のところでございます。粗飼料生産自給

率の向上になりますが、４年９月会議におきまし

ては、自給生産力を高め、良質な粗飼料生産のた

めの牧草地の更新、飼料畑の転換支援を検討する

ことを伺っております。先ほどのお話でございま

すと、この後数年にわたりおこなうというお話で

ありました。 

  そこで、質問でありますが、粗飼料の自給生産

はこれまでも自給飼料生産に努めてきた経営体

もございます。ここ数年の物価高騰以前からの話

でございますが、そのような経営体もございま

す。これは、圃場の面積に比例して当然でござい

ますけれども、広さに応じて更新資材や燃料費、

それから作業機材などは生産コストに影響いた

します。 

  そこで、質問の内容でございます。草地更新の

支援対象、これの拡充につきましてはどのように

お考えでしょうか、お伺いいたします。 
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議長（ 高宮一明君 ） 

  農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 服部隆行君 ） 

  お答えを申し上げます。町では、粗飼料自給率

の向上、それから良質な牧草生産によります高品

質な生乳生産を図るために、令和２年度から草地

更新支援事業を行ってございます。交付対象経費

につきましては、全面耕起によります牧草地の更

新、もしくは削孔法によります簡易更新に要する

経費のうち、土壌改良資材、化成肥料、牧草の種

子の購入経費でありまして、補助金の額は対象経

費の２分の１に相当する額以内の額としまして、

１ヘクタール当たり 10 万円を上限としておりま

した。 

  こういった中で、この事業に対する農家負担を

さらに軽減するために、今年度からでございます

が、交付対象経費に作業用機械の燃料に係る経

費、こちらを追加するとともに、補助率を５分の

４、80％でございますが、引き上げまして、補助

金額の上限も１ヘクタール当たり 21 万 6,000 円

とするなど事業を拡充しまして、今後複数年にわ

たり実施してまいる考えでございます。よろしく

お願いします。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  山崎邦廣君。 

 

４番（ 山崎邦廣君 ） 

  補助金の５分の４、本当に手厚い規模であると

ただいまお聞きいたしました。そこで、副町長に

お尋ねをしたい部分がございます。農業の継続に

ついてであります。本町では、町の取組、鈴木町

政の取組によりまして、衛生や教育などの生活環

境は整備されてきております。このことは、農業

の継続にはとても有利なことだと思っておりま

す。さらに、この農業の継続には農家経営の安定

が必要となってまいります。資材の高騰、物価の

上昇の現状を乗り越えることができれば、いずれ

行政の補助金を考慮しない場合におきましても、

経営の安定を図っていくことができるのではな

いか。また、規模拡大に至らない経営体は、規模

拡大への可能性も含んでおります。経営の安定に

よりまして、酪農が魅力のある農業、将来展望が

開ける農業、このことが若い人たちの理解が深ま

れば、新規参入にもつながってくるのではないか

と考えております。 

  そこで、質問でございますが、酪農の継続、経

営の安定を図るためには、行政の役目であります

農業振興、これに加えまして現在の困難、経済環

境の困難を乗り切るための支援は、引き続き重要

であると思っております。農業の継続、経営の安

定につきましてのお考え、もう少し詳しい部分を

お伺いいたします。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  副町長。 
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副町長（ 觸澤義美君 ） 

  ただいまの質問にお答えいたします。ご質問

は、農業の継続、そしてまた新規就農の受入れ、

さらには経営安定という点であったと思ってお

りますが、お答え申し上げたいと思います。 

  安定的に経営を継続していくためには、新葛巻

型酪農構想の目標でもあります効率的、そしてま

た合理的な酪農生産を進めていくということが

重要であろうと、このように考えておるところで

あります。そのためには、酪農家が搾乳に専念で

きるよう公共牧場である畜産開発公社への育成

牛の預託のほか、作業の関係ではありますが、コ

ントラクター、あるいは組織によっての牧草ある

いはデントコーンの収穫作業等の委託をできる

ような、そういう状況等も今後大事であろうと、

このように思っておりますし、酪農の作業を分担

できるような環境整備をさらに充実していかな

ければならない課題であると、このようにも認識

しておるところであります。 

  あわせまして、事業の共同化あるいは共同経営

による労働力の確保、あるいは機械の導入等にお

きましても、省力化あるいは効率化を図るという

観点もございますが、共同的にそういう事業もや

れるような組織等々も今後は大事だろうと思っ

ておりますし、そのことによっての労働環境の改

善等についても視野に入れながら今後は進めて

いかなければならないと、このように思うところ

であります。 

  また、新規就農につきましては、国の補助事業

等によりまして、施設の整備であったり、あるい

は機械の導入、あるいは家畜導入等の支援等の制

度もありますので、そういう方々については、希

望者については情報をしっかりと発信して、皆さ

んにそういう情報を伝えていかなければならな

い、このようにも思っているところであります。 

  現在、原油価格の高騰あるいは先ほども話あり

ましたが、粗飼料等の相場の上昇などによりまし

て、生産資材等も高騰しております。酪農を取り

巻く情勢は、依然として厳しい状況であり、また

今後も続くことが予想されておるものでありま

す。国、県においても対策を検討されております

が、町においても酪農構想見直しのためのアンケ

ート調査も今進めるわけでありますが、その調査

結果をしっかりと踏まえながら、経営の安定的な

持続できる体制に生かしてまいりたいと、このよ

うに考えておりますので、ご理解を賜りたいと思

います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  山崎邦廣君。 

 

４番（ 山崎邦廣君 ） 

  これで私の質問を終わります。どうもありがと

うございました。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  一般質問を続けます。５番、柴田勇雄君。 
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５番（ 柴田勇雄君 ） 

  今９月定例会議一般質問最後となります、４番

目の柴田勇雄です。質問に先立ちまして、私から

鈴木町長に祝意を申し上げさせていただきます。

鈴木町長には、このたび５期目となる町長選に無

投票当選、誠におめでとうございます。加えて、

全国町村会副会長の要職にご就任との由、重ね重

ねの慶事に祝意を申し上げるものでございます。

健康にご留意の上、今後ますますのご活躍をご祈

念申し上げます。 

  さて、本題の質問に入らせていただきます。今

回の一般質問には、次の２項目についてお尋ねを

いたします。最初に、町道等道路管理としての雑

草対策等の取組対応についてお伺いいたします。

先月、盆入りとなる８月 14日、当町の雄大な自然

景観を誇る袖山高原に車で向かいました。ところ

が、江刈川集落を過ぎた辺りから、道路の両側か

らイタドリをはじめとした雑草が覆い被さって

いるため、前方の見通しも悪く、道路の中央を走

行し、対面衝突の危険を感じながら、また車両が

傷つかないよう慎重な運転となり、途中景観を楽

しむどころではありませんでした。頂上の旧風車

があった展望台付近をはじめ、安家森・遠別岳登

山口、袖山駐車場や馬淵川源流入り口付近一帯、

雑草が伸び放題の状況に唖然といたしました。さ

らに、駐車場トイレ内は清掃はされているもの

の、身障者用トイレは開かなく、水洗トイレであ

りながらも水も出ない状況に驚愕いたしました。 

  例年お盆帰省客等を迎える時期になりますと、

国道、県道はもとより町道等の草刈りが行われ、

来町する方々もすっきりした気分で気持ちよい

運転と通行できる道路になっているのが通例で

すが、なぜかここ町道高家領袖山線の道路と付近

一帯は、別世界の実態にありました。本町を代表

する最もすばらしい自然景観を誇る袖山高原が、

お盆の観光最盛期にこのような不適切な管理実

態になっていることを強く指摘しておきたいと

思います。 

  このような管理実態から、町が管理する全体的

な町道等の雑草対策等の取組に対し疑問を抱き、

今回の質問に取り上げることといたしました。次

に掲げる事項にお答えをいただきたいと思いま

す。 

  １つ目に、町の管理する町道、農道、林道は広

範囲に及んでいると思われますが、その路線数、

延長キロ数及びこれらの道路パトロール実施状

況について伺います。 

  ２つ目に、令和４年度、５年度の町道等全線に

係る除草等年間経費について伺います。 

  ３番目に、町道等除草を地元の自治会、隣接所

有者あるいはボランティア団体等からの応援を

得て行っている実施状況にあるかと思いますが、

その内容について伺います。 

  ４番目に、町道等の除草に係る苦情等対応状況

について伺います。 

  ５番目に、町道等維持管理基準、除草編なるも

のの設定の考えについて伺います。 
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  ６番目に、我が町最高の自然景観を誇る袖山高

原に通じる町道高家領袖山線沿いの雑草繁茂に

よる通行支障と、町内巡り観光最盛時期における

町道等管理の取組対応について伺います。 

  次に、２項目めの町内商工業者を対象とした特

産品販売促進事業に係る町特産品の町外発送無

料化の継続について伺います。今年度の夏季分の

町特産品の町外発送無料化で販売促進を図る本

事業は、８月 31 日をもって終了との広告を見て

おります。本事業は、現在未曽有の諸物価高騰の

折、消費者である町民にとっても町特産品を町内

から購入しやすく、出費がかさむ時期の家計への

負担軽減になるなど評価がよく、町独自事業とし

て継続してほしいとの町民の声を聞いておりま

す。 

  一方、特産品の町内生産販売業者の商工業者に

とっても消費拡大喚起のチャンスと経営安定継

続に大きなプラスになるとの話を伺っておりま

すが、本事業に係る次の事項について伺います。 

  １つ目に、特産品販売事業の対象となる町内商

工業者数とこれまでの助成事業実績の推移につ

いて伺います。 

  ２つ目に、町特産品の指定品目の現況と今後の

指定品目開発の見通しについて伺います。 

  ３つ目に、諸物価高騰問題が喫緊の課題の中、

町内生産・販売事業者と消費拡大喚起を施す町民

両者にとってもメリット大となることから、本事

業の継続実施を求めるものですが、その考えがあ

るのかどうかについてお伺いをいたします。 

  以上、１回目の質問といたします。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  町長。 

 

町長（ 鈴木重男君 ） 

  ただいま、柴田議員からも私の５期目の就任に

対してのお祝いのご挨拶、全国町村会副会長就任

に対してもお祝いのご挨拶を頂戴いたし、ありが

とうございました。感謝を申し上げます。 

  ただいまの柴田議員の質問にお答えをいたし

ます。１件目の町道等道路管理としての雑草対策

の取組対応について、その中で１点目であります

が、町の管理する町道、農道、林道の路線数、延

長キロ数及び道路パトロール実施状況について

にお答えいたします。まず、町管理路線の状況で

ありますが、町道につきましては 206路線、延長

でありますが 313.4キロ、農道 58路線、延長 30.9

キロ、林道が 31路線、延長 109.5キロとなってお

りまして、全路線の合計は 294 路線、延長 453.8

キロであります。 

  次に、パトロールの実施状況でありますが、パ

トロールは職員が定期的に道路巡視を行ってい

るほか、町発注工事に係る現場協議や現況確認、

道路維持管理作業現場への移動時など、他業務に

合わせて随時実施をいたしております。また、大

雨のときなど、災害発生の危険性が高い状況にお

いては、災害発生リスクの高い場所を中心に随時

巡回を行い、安全性の確認に努めております。 
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  次に、２点目の令和４年度及び５年度の町道等

全線に係る除草等年間経費についてであります

が、除草作業につきましては、町直営方式と地元

自治会への委託方式により実施しているもので

あります。自治会の委託は、令和４年度におきま

しては７自治会 10路線分で、委託費の総額は 213

万円となっております。本年度につきましては、

１自治会から受託できない旨の申出があり、６自

治会に８路線を委託したところであり、その委託

費の総額は 157万円となる見込みであります。 

  なお、町直営方式により実施している路線の経

費につきましては、草刈り以外の道路維持補修、

河川維持管理などの経費と共通の経費としてい

ることから、草刈り作業分のみを区分した経費の

算定はできない状況にあります。 

  次に、３点目の町道等除草を地元自治会、隣接

所有者、ボランティア団体等からの応援を得て行

っている実施状況についてでありますが、２点目

でお答えをいたしましたとおり、本年度は６自治

会８路線を委託により実施しており、またそのほ

か町民の方々から自宅周辺や耕作地などに隣接

する道路等の路肩の除草を自主的に実施してい

ただいておりますが、自分たちが住む地域の環境

を自らの手で維持していくという崇高な奉仕の

精神に基づくものでありまして、多くの方々に作

業いただいておるものでありまして、そういった

方々に対しましては深い敬意と感謝を申し上げ

るものであります。 

  次に、４点目の町道等の除草に係る苦情対応状

況についてであります。主な内容としましては、

道路脇の雑草などにより進行方向が見づらいな

どのお話を年に数件程度連絡をいただく場合が

ございますが、その場合は速やかに対応をしてお

ります。また、あわせまして国道及び県道の草刈

り時期の問合せなども寄せられますが、これらの

情報につきましては、その都度道路管理者であり

ます岩手県へ連絡し、そして県からも対応してい

ただいておるものであります。 

  次に、５点目の町道等維持管理基準、除草編と

いうことでありますが、除草編の設定についての

考え方であります。除草作業につきましては、特

段基準の設定などは行わず、その年の雑草の生育

状況などを勘案した上で、居住区域周辺の生活道

から優先的に作業実施し、その後農道、林道の順

に作業を進めることといたしておるものであり

ます。 

  一方、町道等の維持管理に係る作業体制につき

ましては、近年特にもその充実を図ってきたとこ

ろでありまして、以前から多くの町民の皆さんか

らも作業協力をいただきながら、道路環境の維持

管理に多くは努めているものであります。 

  次に、６点目の観光最盛時期における町道等管

理の取組対応についてであります。ご質問の路線

につきましては、令和４年度までは地元自治会へ

の委託方式により除草作業を行っておりました

が、昨年末、令和５年から草刈り業務を受託でき

ない旨の申出があったものであります。このこと

に伴いまして、急遽町直営方式に切り替えること
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にしたものになりますが、作業員の確保など作業

実施体制が整わなかったほか、当初計画していた

既存路線の除草作業スケジュールの都合もあり、

当該路線におきましては、他路線の後の作業実施

となったものであります。今後についてでありま

すが、除草作業を含めた維持管理体制や作業計画

について改めて調整を図り、適切な時期に草刈り

作業を実施できるよう今後努めてまいりたいと

考えております。 

  ２件目の町内商工業者の特産品販売促進事業

に係る町特産品の町外発送料無料化の継続につ

いての中での１点目、特産品販売促進事業の対象

となる町内商工業者数と、これまでの助成事業実

施の推移についてであります。本事業は、新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大に伴う行動制限、

あるいは感染を避けるための旅行控えの影響な

どにより、町を訪れる観光客が大幅に減少したこ

とを受け、町の特産品の流通の停滞を解消し、打

撃を受けた地域経済の回復と活性化を図るとと

もに、町の特産品の販売促進、販路拡大及び認知

度向上による新規の顧客獲得を図ることを目的

に、令和２年度より実施しているところでありま

す。 

  本事業で対象としている特産品の販売及び発

送の取扱業者数は 24 業者でありますが、実績に

つきましては、令和２年度は 20業者に対し 1,283

万円、令和３年度は 23業者に対し 1,330万円、令

和４年度は 22 業者に 1,336 万円をそれぞれ補助

金として交付をしております。 

  次に、２点目の町特産品の指定品目の現況と今

後の指定品目開発の見通しについてであります。

本年度の対象となる特産品につきましては、町内

産物を加工した製品及び町内で生産された生産

品全般としているところであり、個別商品での指

定は行っておりません。こうしたことから、先ほ

どの条件を満たせば事業対象となるものであり

ます。各事業者におかれましては、事業の趣旨、

内容を十分にご理解いただき、お客様のニーズに

応える特産品を開発していただきたいと思って

おります。 

  また、町の物産を振興するためには、様々なア

イデアを出し合い、魅力的な商品を開発すること

も重要でありますので、町としましてはくずまき

型ＤＭＯ事業あるいは特産品開発事業など支援

していくとともに、ふるさと納税返礼品の展開な

ど、販路の確保にも努めてまいりたいと考えてお

ります。 

  次に、３点目の物価高問題が喫緊の課題の中、

町内生産販売事業者と消費拡大環境を施す町民

両者にとってもメリット大となる町特産品の町

外発送料無料化事業の継続の考え方についてで

あります。１点目でお答えをしましたとおり、本

事業は新型コロナウイルス感染症による経済低

迷対策として実施しており、その充当財源は国の

地方創生臨時交付金を活用したところでありま

すが、本年５月に新型コロナウイルス感染症が５

類に移行したことに伴い、来年度以降は特定財源

が見込めない状況にあります。 
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  このような状況の中、本事業の実施により地域

経済の活性化及び特産品の販売促進事業につい

て大きな効果があり、生産事業者、販売事業者及

び消費者のいずれからも好評でありました。事業

の継続につきましては、コロナ禍からの回復状況

あるいは地域経済の状況などを鑑み、総合的に判

断する必要があるとも思っておりますので、ご理

解を賜りますようにお願いいたします。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  柴田勇雄君。 

 

５番（ 柴田勇雄君 ） 

  どうもありがとうございました。まず最初に、

１点目の町道等の管理についてお伺いをいたし

ます。お盆の入りの８月 14日にこのような、先ほ

ど申し上げたような実態でありましたが、現在も

同じような実態にあるのか、その後どのような変

化を見せているのか、お尋ねをいたしたいと思い

ます。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  建設水道課長。 

 

建設水道課長（ 和野康弘君 ） 

  お答えを申し上げます。現在の町道高家領袖山

線につきましては、お盆明けから除草作業を開始

しております。現在も進んでおりまして、今週中

には除草作業が終わる予定となっております。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  柴田勇雄君。 

 

５番（ 柴田勇雄君 ） 

  ちょうど８月、お盆の時期でございます。観光

時期と全く同じ時期になってくるわけでござい

ますが、あのような実態を見まして、町当局の管

理状況、どのような気持ちを持っているでしょう

か。そのことについてお答えをいただきたいと思

います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  建設水道課長。 

 

建設水道課長（ 和野康弘君 ） 

  お答えを申し上げます。まず、道路パトロール

につきましては、職員が定期的に行っておりま

す。また、先ほど町長の答弁でもありましたとお

り、定期的に行うとともに各工事発注している現

場等々へ向かう際にも道路あるいは河川の巡視

ということで、パトロールをしながら進めている

という状況でございます。 

  道路パトロールの中身としまして、道路の部分

につきましては道路状況の確認だったりとか、あ

と道路構造物の確認、あとは河川のところにつき

ましては河川の状態だったりとか、河川構造物の

確認などを中心に目視で確認しているという状

況でございます。これまで雑草繁茂について、そ
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ういった構造物の確認等々に注視してしまった

といいますか、そういったところもございまし

て、そういった雑草の関係につきましてもう少し

きちんと考えた上で、通行支障などが発生しない

ように、もう少し注意をしながら確認すべきだっ

たというふうに考えてございます。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  柴田勇雄君。 

 

５番（ 柴田勇雄君 ） 

  というふうなお答えをいただいておりますが、

やはりあのような管理の在り方、先ほどは委託方

式から直営方式になってあのような形になった

のかなとも受け取れましたけれども、委託でも直

営でもあのような管理の仕方は、私は毎年毎年同

じことを繰り返すのではないのかなということ

で、町道等の維持管理基準の設定が必要ではない

のかなという考えをお聞きしましたが、そのよう

な考えもないというふうなことなんですが、やは

りあのような道路の管理の状況は、私から見れば

不適切だと、このように思っているわけでござい

ますが、もう一度こういったような道路維持管理

基準、他町村では設けているところもあるようで

ございますが、そういったような基準の考えをも

う一度お聞かせいただきたいと思います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  建設水道課長。 

 

建設水道課長（ 和野康弘君 ） 

  お答え申し上げます。まず、除草作業につきま

しては、当町では大体１回から２回の除草作業を

行っております。観光地的なところにつきまして

は、イベント等の前など、あるいはその後除草を

行ったりとかしている状況でございます。 

  現在当町には、そういった基準といいますか、

例えば何センチの草がなったら除草するとかと

いうふうな基準などは現在設けておりませんけ

れども、その年によりまして、どうしても雑草の

生え方というのは変わってくるのも承知してご

ざいます。そういったところも注視しながら、一

定の基準というところまでは現在は設定は考え

てございませんけれども、目視で確認をしなが

ら、危険な状態のときには早急に行うということ

を心がけながら進めていきたいと考えてござい

ます。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  柴田勇雄君。 

 

５番（ 柴田勇雄君 ） 

  いずれあのような管理状況は、見直したほうが

いいですよというふうなことを申し上げさせて

いただきたいなと、このように思っております。 

  袖山高原のみならず、付近には安家森、それか

ら遠別岳の登山口もあります。それから、源流が

あります。あの辺の雑草の状況、どのように観光
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としては捉えているでしょうか。あのような雑草

繁茂の入り口等々では、私は町外からおいでにな

った方はもとより、町内の方々も唖然とするんじ

ゃないのかなと思っておりますが、あの周辺の雑

草対策について担当課ではどのようなお考えを

お持ちでしょうか、お聞きしたいと思います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 服部隆行君 ） 

  お答えを申し上げます。ご質問の源流公園周辺

の整備ということでございますが、こちらにつき

ましては、グリーンパーク袖山ハウス等条例の条

例に基づきまして、指定管理者であります葛巻町

畜産開発公社に施設等の維持管理をお願いして

ございます。先ほど冒頭に議員から、トイレの水

の件もお話がございましたが、まずトイレにつき

ましては朝と夕方に鍵の開け閉めですとか、１日

１回の掃除の実施、それから随時簡易的な修繕な

どを行ってございます。 

  それから、トイレの水の関係でございますが、

こちらについては道路から数百メートルほど下

りたところに沢水がございます。そちらの沢水か

らポンプで貯水タンクのほうに一旦吸い上げま

して、さらにトイレまでポンプアップして、トイ

レとその周辺にあります放牧地に複数箇所設置

しております牛の水飲み場まで供給をしている

ものでございます。この水が出ない状況につきま

しては、その数日前でございますが、局地的な豪

雨がありまして、一時的に発生した泥水、それか

らごみなどがポンプに混入いたしまして、給水が

停止してしまったものと報告を受けてございま

す。この状況を把握しました指定管理者から水道

事業者に修繕依頼をしまして、現在は水が出てい

る状況となってございます。 

  また、バリアフリートイレの鍵がかかっていた

というお話もございましたが、先ほども申し上げ

ましたとおり、朝と夕方の鍵の開け閉め、こちら

については今後につきましても管理の徹底を町、

それから指定管理者が連携を取りながら行って

まいりたいと思います。 

  いずれ町内有数の観光地でございます。現地を

訪れてくださる方々にご不便やご迷惑のかから

ないような対策を今後も講じてまいりたいと思

いますので、ご理解を賜りたいと存じます。よろ

しくお願いいたします。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  柴田勇雄君。 

 

５番（ 柴田勇雄君 ） 

  今あの周辺の改善については、解消したという

ふうなお話でよろしいですよね。あれについて

も、委託して全てよしというふうなことじゃなく

て、やはり委託する、管理する町側も十分留意を

しながら、あのような形にならないような管理状

況が必要ではないのかなと、このように思ってい
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るわけです。あまりにもお寒い葛巻の観光の推進

の在り方にも結びつくような感じしております

ので、観光を担当する担当課では、あのような実

態を確認したのかどうか、お伺いをいたしたいと

思います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  いらっしゃい葛巻推進課長。 

 

いらっしゃい葛巻推進課長（ 主濱隆志君 ） 

  お答えいたします。私が葛巻町で勤務して５か

月になりまして、馬淵川の源流祈願祭のときには

行ったのですが、それ以降足を運んでおりませ

ん。現地の状況の把握不足ということについては

認識いたします。 

  また、関連で申しまして、袖山高原に限らず町

内の観光地、各状況を把握しながら、町外からお

客様がいらっしゃっていただいて、葛巻を楽しん

でいただけるように、今後留意してまいりたいと

思います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  柴田勇雄君。 

 

５番（ 柴田勇雄君 ） 

  いずれにいたしましても、町道の管理、その付

近の管理等については、それぞれの観光時期、あ

るいは伸び具合などを勘案しながら、ぜひいい管

理をしてもらわなければ、葛巻のイメージがダウ

ンしてしまうと、このようなことで今回の質問に

取り上げさせていただきましたので、今後かかる

ことのないよう、こういったような管理をしっか

りやっていただきたいということを申し上げて

おきたいと思います。 

  次に、２番目の町産品の無料化、これについて

は先ほど町長からコロナの経済対策というふう

なことで実施していますよということでござい

ましたけども、既に特産品の発送無料化について

は、県内でも大きなデパートなどで実施して好評

を博しているわけでございますが、それをコロナ

の経済対策というふうな形で実施したようでご

ざいますけども、非常に商工業者の皆さんから

も、それから町民の消費者の皆さんからも好評が

多いようでございますし、また先ほど３か年の実

績等もお伺いいたしましたけども、一定の 1,200

万、1,300 万の補助等がなされているようでござ

いまして、そういったような部分が町内の経済に

も反映されているような感じしておりますので、

こういったような部分では地域経済の活性化と

言ったほうがむしろよろしいのではないのかな

と思っておりますが、コロナ経済対策に引き継ぐ

何かそういったような、地域経済の活性化に結び

つくようないい事業をぜひ見つけていただいて、

この継続を私は求めるものでございますが、今年

度で終わりというようなことでございますが、引

き続き明るい希望を町民の皆さんにも、あるいは

商工業者の皆さんにも持っていただけるような

体制づくりをぜひ今から考えていただきたいと
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思うのでございますが、その考えについてお伺い

をいたしたいと思います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

  ただいまのご質問にお答えいたします。特産品

の無料発送についてでございますが、町長からも

答弁申し上げましたように、地域経済の活性化、

そしてまた特産品の販売促進に大きな効果がご

ざいます。そしてまた、生産事業者あるいは販売

事業者、さらには消費者等々でありますが、取組

に対しましても、先ほどお話しいただいておりま

すように、大変好評をいただいているものであり

ます。 

  ここ数年、コロナの影響、感染症の影響を受け

まして、大きくその影響を受けている特産品の販

売の課題があるわけでありますが、そういう販路

の拡大等の課題がございますので、今後の事業継

承について、先ほど町長からも答弁申し上げまし

たが、早急に総合的に事業継承について今後検討

してまいりたいと、このように思いますので、ご

理解を賜りたいと思います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  柴田勇雄君。 

 

５番（ 柴田勇雄君 ） 

  申し上げたいことは、こういったようなことで

申し上げさせていただきましたけども、無料化の

発送については十分検討したいというふうなこ

とでございますので、実施できる体制づくりを早

急にぜひ詰めていただきたいなと、このように思

っております。 

  深い深い問題ではございませんので、これ以上

は申し上げませんけれども、指摘された事項は改

善するよう、そしてまた求められている事項につ

いては十分継続事業になりますことをご期待申

し上げながら、私の質問を終わらせていただきた

いと思います。ありがとうございます。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  これで一般質問を終わります。 

  以上で本日の日程は全て終了しました。 

  お諮りします。議事の都合により明日９月５日

から７日までの３日間を休会としたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  したがって、９月５日から７日までの３日間を

休会することに決定しました。 

  なお、議案審査のため、明日５日は輝くふるさ

と常任委員会を開催しますので、お知らせいたし

ます。 

  本日はこれで散会します。ご苦労さまでした。 

 

（ 散会時刻 １４時０６分 ） 


